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閥臥大阪府男女協醍会づ(欄団の概要

1　設立日的

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､男女の自立とあらゆる分野への対等な

参加･参画を促進し､行政並びに府民･民間団体等が連携した多様な活動を効果的に

推進するために中心的な役割を果たすとともに､各種事業及びドーンセンターの管理

遷宮を行うこと等により男女協働社会の実現に寄与することを目的とする｡

2　設立年月日

平成6年4月1日

3　基本財産

1億円

4　財団の事務所

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号

ドーンセンター

運営推進委員会

相談担当!　■ 垂軽口-｣
ド
一｢情報担当

■コ-ディ不一クー
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6　主要事業

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の抱える問題に関する相談事業

(3)啓発学習事業

(4)女性の能力開発に関する事業

(5)調査研究事業

(6)女性のネットワークづくり事業

(7)文化表現事業

(8)国際交流事業

(9)健康に関する事業

uO)広報事業

nl)施設の管理運営の受託事業

7　財団のあゆみ
･ 6. 4. 1　財団設立(理事長:谷川秀善氏　事務所:大阪府立婦人会館内)

･　6. 5.11　第1回理事会開催

･ 6. 6.18　財団設立記念イベント(ウイメンズフォーラム)の開催

･ 6. 6.20　第2回理事会開催(理事長に吉沢健氏就任)

･ 6, 7.29　ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)竣工

･ 6. 8. 8　大阪府から財団へ施設引き継ぎ

･ 6. 8.29　財団事務所移転(ドーンセンター内)

･ 6.10,27　第1回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　6.ll. 7　開館記念式典

･ 6.ll.11　オープニングイベント開催(～ll.13)

･　6.ll.26　大阪国際女性フォーラム開催(～ll.27)

7. 2.27　第2回ドーンセンター遷宮推進委員会開催

7. 3.17　第3回理事会開催

7. 6.29　第4回理事会開催

7. 7.17　第3回ドーンセンター運営推進委員会開催

7.ll.10　トンフェスティバル(1周年事業)の開催(～ll.12 )

7.ll.30　第4回ドーンセンター運営推進委員会開催
･ 8. 2.29　第5回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　8. 3.28　第5回理事会開催

･ 8. 6.21　第6回理事会開催

･ 8. 7.15　第6回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　8.ll. 8　トンフェスティバルの開催(～ll.10)

･ 8.12.16　第7回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　8.12.19　開館以来来館者100万人突破

I 9. 2.24　第8匡】ドーンセンタ-運営推進委員会開催

･　9. 3.28　第7回理事会開催

･ 9. 6.24　第8回理事会開催

･ 9. 7.16　第8回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 9.10.21　第10回理事会開催(理事長に松産屋慎二氏就任)

･ 9.10.27　ドーンセンタ-遷宮推進委員会施設遷宮部会開催

･ 9.10.28　ドーンセンター遷宮推進委員会事業推進部会開催

･ 9.ll. 7　トンフェステノパルの開催(～ll.8)

･ 10. 3.28　第12回理事会開催
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ドーンセンターの概要

1　基本理念と目的

｢男女の自立と対等な参加･参画に基づく男女協働による新しい社会の創造｣を基本

理念とし､その実現のために3つのTlを基本とした女性の総合的な支援施設としての役

割を果たすことを目的としている｡

3つのTr ･ Identity(7イテンテJティ)　　　　　　:女性の社会的自立の拠点

･ Information(インフォトション)　　　　　　:情報ネットワークの拠点

･ InternationallZation(インタインヨナ岬イシヲン) :国際交流の拠点

2　沿　革

ドーンセンターは､各界の専門家や女性団体､グループの方々など､幅広い府民の参

画を得て建設計画を進めてきた｡

センターの事業や施設内容についてもドーンセンター推進会議やクリエイティブフォ
ーラムなどを開催し､府民の方々とともに検討を行い方針を決定した｡

昭和61年度･ ｢21世紀をめざす大阪府女性プラン｣策定(4月)

(昭和61年度～平成2年度)

･建設予定地(元大手前会館跡地)を決定(9月)

･第1回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和62年度･基本構想公表(6月)
･第2回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和63年度･婦人総合センター(仮称)推進会議の設置(9月)

(平成3年7月､ドーンセンター推進会議に改称)
･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･府政モニターアンケート調査実施(12月)

･元大手前会館撤去完了( 1月)

平成元年度･基本設計
･文化財発掘調査/第1期

平成2年度･実施設計
･文化財発掘謂査/第2期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･愛称｢ドーンセンター｣に決定(2月)

平成3年度･ r女と男のジャンププラン｣策定(9月)

(平成3年度～ 1 2年度)

･文化財発掘調査/第3期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･建設工事着工(3月) /工期2 8か月

平成4年度･クリエイティブフォーラム開催(l≡月)

･シンボルマーク決定(1月)

平戒5年度　･プレイへント　′女性映像フォーラム｣開催(11月1

平成6年度　･ -､-ンセンタ- ･〔大阪府立女性総合センタ-)閉館(11月)
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3　建物概要

所　在　地　　大阪市中央区大手前1丁目3番49号

敷地面積　　3, 170m2

構　　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)

階　　　数　　地上1 0階地下1階

高　　　さ　　52m

建築面積　1, 970m2

延床面積　12, 760m2

立体駐車場　　9 2台

4　管理運営

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団

5　利用について

(1)開館時間　　　　　　午前9時30分～午後9時30分

･情報ライブラリー　平日･土曜　午前9時30分～午後9時30分

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時30分

(貸出返却手続･情報相談は終了時間の30分前まで)
･相談カウンセリング　電話相談:月～金曜　午前10時～午後4時

午後6時～午後8時

土･日･祝日　午前10時～午後4時

面接相談:月･木曜　午前9時45分～午後8時30分

火･金･土･日･祝午前9時45分～午後5時30分

法律相談:第2木曜　午後6時～午後8時

第4金曜　午後2時～午後4時

からだの相談:第4土曜　午後2時～午後4時

旭根性のため:第1土曜　午後2時～午後4時(ハングルでの椴)

の税　　　第2土曜　午後2時～午後4時(昭吾での磁)

第3土曜　午後2時～午後4時(英喜での柑)

･ウェルネスのフロア　平日･土曜　午前9時30分～午後9時

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時

(入場は終了時問の30分前まで)

(2)休　館　日

(3)受付開始日

【4)喜主　車　場

毎週水曜日､年末年始､祝日の振替日

情報ライブラリーは､毎月最終月曜日及び特別資料整理

期間も休館

ホール･パフォーマンススペース: 6か月前から

会議室等: 3か月前から

毎月1日に抽選Cそれ以後は先着順

立体駐車場　92台

最初の1時間まで400円(超過30分ことに200円)
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事業概要



第1　各種事業の実施

1　女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

女性に関する情報を幅広く収集･整理･加工し､データベース化するとともに､これ

らを活用して､多様な情報ニースに的確に対応した情報提供を行った｡

(1)情報ライブラリ-の運営

女性関連の図書･資料･ビデオ等を収集し､閲覧･視聴･貸出サービスを行うほか

利用者からの情報相談に応じた｡

①　図書･資料の収集冊数　　　　　　　　　　　(平成1 0年3月3 1日現在)

図　書　　　　24, 887冊

行政資料　　　　5, 874冊

雑　誌　　　　　　　833タイトル､　16, 628冊

新聞　　　　　　　　　　6紙

AV資料　　　　　　812本　(ビデオ785本､カセッけック27本)

ア　図書の内訳　　　　　　　　　　　　イ　行政資料の内訳

一8-

分類 冏ｹ�B�

女性問題.7エミニiL. 田��

性 �3��

からだとこころ �3"�

家族.家庭 湯�

子ども.学校 �#��

高齢化 �#��

社会一般 田R�

しごと 鼎��

政治.法律.行政 �#"�

教育.研究 �#��

文化.芸術.表現 鼎sB�

合計 塔�"�



(さ　利用者登録数(ライブラリーカード)

ア　性　別

区分 剴o録者数 

個 人 傚y�ｲ�9,037 
男性 ��ﾃ�S��

計 ���ﾃ�迭�

特別貸出等※ �41 

合計 �10,136 

※行政･学校関係その他団体
への貸出､及び館内閲覧資料
の一時貸出

イ　地域別

地域 ��ﾉ�B�

大阪市 釘ﾃcC2�

三島地域 田#b�

豊能地域 鼎S"�

泉北地域 鼎c"�

泉南地域 ��Cr�

南河内地域 �3ッ�

中河内地域 鉄C��

北河内地域 ��ﾃC�"�

滋賀県 鉄��

京都府 �3�"�

兵庫県 田c��

奈良県 �3cR�

和歌山県 ��r�

その他 �3"�

合計 ���ﾃ�迭�
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③　貸出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成10年3月31日現在)

分類 兌ﾙ�ﾃ僖�7��平成8年度】平成7年度 

図書ー推誌 �32ﾃCS�衣ｲ��37,130(冊) �3づ涛b衣ｲ��

行政資料 鼎Cr引���450(冊) 鼎�"衣ｲ��

AV資料 湯ﾃ涛b曳ｲ��4,797(本) �2ﾃsSR曳ｲ��

合計 鼎2ﾃンB�42,377【43,243 

④　情報相談

ライブラリ-職員が､図書･資料･デす､-ス等を活用して､検索指導や来館･電話による

情報相談に応じたo

(内　訳)

十乾 兌ﾙ�ﾃ僖�7��平成8年度 兌ﾙ�ﾃyD�7��

利用案内 �2ﾃccr�5,051 釘ﾃ3���

検索指導 �#CR�361 鼎cb�

責科の所i.所碩査 都32�810 ��#2�

綻トマ碩科案内 �#s"�453 �#迭�

人材.学習闇の願 �3CR�268 �#C��

JNレプ.般朋の誹 �#s��233 ��S2�

ラ17ラリ-渦.遷宮偶の雛 ���B�その他に含むiその他に含む 

その他 ��C��s3���r�

合計 迭ﾃcc��7,349 肇Rﾃs�2�

(2)情報システムの運営

各種女性関係情報を誰もが自由に検索できる情報システム｢情報CAhT･ドーンネット｣を運

営するとともに､これを活用した講座等を開催した｡

3:データベースの構築　　　　　　　　　　　　(平成1 0年3月3 1日現在)

メニュー名称 刄fータ数1平成9年57クセス酷 剳ｽ釦年酢クセ相敦禰7年度7クセス酸 

トンセント利用案内 �113 �2ﾃ��2�3,612 釘ﾃSc"�

ライ7ラリーの本.ビデオ �(1)のとおり �2ﾃS���3,939 釘ﾃ3ビ�

なんでも情報玉手箱 � 途ﾃ�SB�8,624 湯ﾃ�#r�

講座.イベント ��#R��� 

団体.グループ情報 �3cB� 

人材情報 ��ﾃ3C2�

･女性関連施設情報 田CR�

女性行政窓口情報 鉄�2� 
-統計情報 鉄H6X�ｸ7ﾓ度枴l｢�

･法律.制度 �#X6X�ｸ7ﾓ�3�枴l｢�

困ったときに ��ﾃ�#��

ひろかれネットワ-チ �;0-net24,トン7=うず2,6782,784 剴"ﾃャr�

トンネ､二:トの使い方 冤∫l,丁78-2,092 剴"ﾂ�376 

合計18,13421,051 劔�#Bﾂ�139 
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②　ドーンプラザの運営

会員制のワープロ･パソコン通信を開設し､利用者の情報発信･交流の場を提

供した｡

会員数: 718名(女性569人､男性149人) (平成10年3月31日現在)

電子会議室開設状況

1 ｢フリートーク_

2 ｢子育てなんでもトーク｣

3 ｢メディアウォッチング｣

4 ｢聴覚障害者あすなろネット｣

5 ｢ワーキング･ウィメンズ･フォーラム｣

6 ｢表現のネガ&ポジ｣

③館外からの接続回数　　　　　　(平成1 0年3月3 1日現在)

経由戸平成9年度 剳ｽ成8年度≠平成7年度 

0-net24経由 �#�3R2�l 1,130件F2,157件 

トンプラザ経由ぎ297件 �607件 姪S�(ﾈ��

合計 ��ﾃ�3(ﾈ��1,737件 �"ﾃcS佇��

(3)講座･展示等

①　情報活用講座｢情報活用講座～情報仕事人～｣の開催

仕事をしていく上で役立つ情報の収集･加工･伝達の手法について､実際に活

躍している女性たちの体験談を聞きながら学んでいく講座を開催した｡

定員･ 50名(第1回のみ公開講座1 0 0人)

申込音数: 5 8人(公開講座9 0人)

受講者数: 4 1人(公開講座6 2人)

午後6時30分から午後8時30分

受講料: 2,500円(公開講座のみ500円)

月/日i--マ 剄u師 

1 ���6ﾘ�ﾃ2粟���情報であなたの仕事をワンラン 緬�8皐�(����俟yeｵｶﾗ�5ﾙ�9Uﾂ��

ク.アップ(公開講座)戸尼川洋子(トンセント髄当コ-デイトクー) 

2 ���6ﾘ�ﾃ���7鋳�フリーライターの仕事術 �H�9yﾘ����7H8ｨ�ｸ8�485�2�

3 ����ﾈ�ﾈ�ﾃ�r粟���仕事に活かす文章術ユ �H�9yﾙ,8��ベ��6x8�485��ｲ��

4 ���6ﾘ6ﾓ#B粟���新聞記者の仕事術 ��InﾉH韈��<y�i[yM�gｹ])k9|｢��

⊃ �����ﾃ3�椅2��仕事に活かす文章術2 �H�9yﾙ,8��プﾈ6x8�485簫��
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②　市町村職員情報活動専門研修の実施

女性に関する情報及び生涯学習情報の収集･提供事業を担当する市町村職員の
ために情報活動専門研修を実施し､情報の収集･加工･提供の方法について実践的

な研修を行うと同時に担当職員の情報ネットワークの形成を促進した｡

定員:40人　　申込者数: 33人　　受講者数:33人

日時 舒ﾈ6X7ﾒ�】 ∃講師 

1 澱�#r粟���∴女性行政と情報 琶?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ985��ｸ���y9h5"ﾘ6h486ﾈ自uｲﾒ��

書10:00- 啝)�ｸﾝ�[hﾌ�8/�ﾞﾈ,�,B�稲葉洋子(神戸大鞘罵医書尉硝管理第-貼) 
16:30 唸4�8ｸ�ｸ7h8��ｸ4窿���

∠ ��途��ﾃ��粟���･ドーンネットの検索実習 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x985ｨ985��ｹmx8�487X8�8｢ﾘ5�5粐途��

10:00- 唸�饑�-h,ﾈ4�4�5ｨ5��丸本郁子(大阪女報鵠機) 

16:30 唸4�8ｸ�ｸ7h8��ｸ4窿"��

l 3 途�#R粟���≡.情報の整理と加工 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x985ｨ985闔ｨｻI�h487h8�8ｨ�ｸ5�5�6(7B��

10:00- 亦��饑�,ﾉJﾙ�ﾘ,h6ﾅGH8�9�984��小玉実意子(鵡大雅授) 

】16‥30 】 唸4�8ｸ�ｸ7h8��ｸ4窿2��

4 津�ｈｾ���･表現とメディア �68�8鳧���6x985ｨ986x馼��9h5"ﾘ6h486ﾈ8ｨ�ｲ��

Flo:00- 16:30 撞ｨ抱ｽiu騙ｹ�隰c�x6X8�5h�ｲ�結城美恵子(インフォメ-シオン.プランニング代表) 

5; l 唐�#宙ｾ���･情報の仕事術(1) �?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ985籀朱%99h5"ﾘ6h486ﾂﾘ4��ｲ��

10:00- 唸�饑�,ﾈ覃馼���"��jrF喜田好恵(トンセンタ-服担当コ-デイネ-チ-) 

16:30上グループワーク(5)発表 

(診　ドーンネット検索講習会の開催　　　　(平成1 0年3月3 1日現在)

ドーンネットの利用者拡大を図るため､検索のための基本的操作方法を実習す

る講習会を開催した｡

定員: 11人(1回当たり)　　毎月1回第3月曜日

開催時間 丶ｨﾜ4Uﾙ�B�申込者数 伜����ﾉ�B�

午前(10:00-ll:30) 滴���45人 �3��ﾂ�

午後(14:00-15:30) 滴���ﾂ�50人 �3Y�ﾂ�

夜間(18:30-20:00) 滴���∃30人 ����ﾂ�

合計 ��(���125人 ≡ 塔Y�ﾂ���
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④　パソコンおためしセミナーの開催

ドーンプラザの会員増､及び活性化のためパソコンの基礎知識やパソコン活用

法について､デモンストレーションによるパソコン初心者向けセミナーを開催し

た｡

開催日時 俎X蹌�疋貝 ��ﾈﾙ竟)�B�受講者数 

2/6(金)13:30-15:38 倅�-)l韵r�50人 田��ﾂ�45人 

2/7(土)13:30-15:30 �50^! 田��ﾈ���b�48人 

⑤　ビデオ上映会

情報ライブラリーで新たに購入したビデオから女性監督のドキュメンタリーや
ジェンダー問題の作品を選んで上映したD

月/日 ��8防ﾞﾉV��参加者数 佇糴?｢�j上映作品 伜����(ﾍｲ���

4/25(金)亘うひとつの人生巨2 l 剴���3�粟���i 女たちが酌もうひとつの7イTJビン2000 �2�

5/23(金)】道LASTRADA 【 凵y 6 免ﾂ�#ｈﾖ2��鏡のない家に光あふれ ����

6/20(金) �6�6ｸ8�,ﾈ彙�30 ��"��ﾃ�宙ﾖ2��女たちのムーブメント ��2�

7/18(金)』ドリーム.ガールズ �42 ���3�粟���ハーレム135丁目j r �#2�

8/′22(金) 刋��8,ﾈ��,x.�+ﾘ+�#R��"�#r椅2��申年からの私づくり】 �#B�

9/26(金) �.h*(*吋�/�*#B��2�#r粟���すきなんやこの町がr ����

⑥　情報ライブラリーニュース｢いんふぉめ-と｣の作成

情報ライブラリーの多様な活動を広くPRするため､女性情報と利用者を結ぶ
双方向型のライブラリーニュースを作成し､府内外の女性関係施設及び図書館等
へ配付した｡

･A4版4頁　5, 000部

創刊号　平成7年9月　　第10号　平成9年3月

第2号　平成7年11月　　第11号　平成9年5月

第3号　平成8年1月

第4号　平成8年3月

第5号　平成8年5月

第6号　平成8年7月

第7号　平成8年9月

第8号　平成8年11月

第9号　平成9年1月

第12号　平成9年7月

第13号　平成9年9月

第14号　平成9年11月

第15号　平成10年1月

ライ7ラリーかド鵠者1万人突妃輔弼(2000藷)

平成10年1月23日

第16号　平成10年3月
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e　情報ライブラリーの刊行物及び目録類
刊行物
･情報相談の分析&直答マニュアル(平或8年度)

･ ｢ファイブ･ミニッツ･プロジェクト｣の思い出(平成9年度)

目録類
･Men' s Bo ok s (男性向け図書リスト) (平成8年度)

･所蔵ビデオリスト(平成9年度)

･雷　情報ライブラリー企画展示

ライフラリー所蔵の女性写真家の作品集､展覧会目録から特徴的なものを選ん

で展示した｡また､所蔵目録(展示目録を兼ねる)を作成し来館者に提供したC

展示期間:平成10年2月24日(火)～3月29日(日)

(4ノ　インターネットホームページの開設

海外の文献情報なと-のアクセス及び海外への情報発信や新たなネットワーク
の形成のため､また､府民のニーズに応じた情報提供を行うため､平成8年1 2

月より開設し運営した｡

平成9年度3月未現在のファイル総数　約80ファイル

平成9年度トムページファイルアクセス件数　月平均7, 4 9 6件

(平成9年4月から平成1 0年2月末分)

(5)海外女性監督ビデオ作品収集･加工

わが国では､未公開の女性監督のドキュメンタリーを独白に収集し､日本語に巌

訳･加工して､ライブラリ-で視聴･貸出サービスを行い､広く活用を図るo　さら

に､行政等が主催する女性問題啓発講座や団体･グループ等の研修会教材として活

用できる作品については販売も行う｡

ウオッチング　TV l　　　やT帽エフノルム等　　　193持　　5分　:教材

平成9年度製作分

さあ生きよう!　　　■　　　ノ-I-J･｡･んてこ　　　l;3汚　i;7T　･ rTニ111,/M-

ケノト･サ･ピクテJ--　!　　　--;.=17∴∴筈　　　　L;三三生　､'　　　教材
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2　女性の抱える問題に関する相談事業

女性の直面している様々な問題について､女性の視点から自立と主体的な生き方を目

指し､相談カウンセリングにより､必要な援助と解決のためのサポートを行ったC

(1)相談事業
･三　面接相談‥専門の女性カウンセラーによる面接でのカウンセリング

月･木曜日　　　　　　　午前9時45分から午後8時30分

火･金･土･日曜日･祝日　午前9時45分から午後5時30分

一一10代 鳴�ﾂ�ﾂ�c#��2�:30代40代 �50代 田��2�70代～ 儻9k��rl F恒｢ l 窒R��ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 湯�1 r138 �#C�湯��3��17 途�7 免｣SSS�3R�"�

こころ 釘�62 都��25 免ﾂ�6 ��1 姪�ビ�ll.9 

からだ ��3 �2�8 �"�F � ��b�1.0 

仕事上の悩み ��6 ��｢�S�?｣2��"�1 �� 鼎��2.5 

夫婦関係 ��i+ 售�6cC������10 ��｢�3 鳴��#�B�12.9 r 

親子関係 ���C��都2�1 r77 塔2�31 �2�3 �3#��20.8 

人間関係 �"�l41 涛B�48 ��B�6 鳴���3 �#�亦�ﾂ�13.2 

性.監相等 ��9 免ﾂ�6 ��1 �� �#y?｣r�

暮らし �� �"�1 1;7r2F 劔l ��"�0.8 

その他 ��】 �� ��#��ﾂ��� 巴� 

合計 �6｢�】 324i 田#2�】l 325…176F7射16 l 劔16 ��ﾃSs��100.0 

月 滴ﾈ��5月 姪hﾈ貶�#以�.S佇��刄�月 ���ﾈ�#�(ﾈ��ﾂ�

件数棄 ��c��115喜 l ��｢�C�3��164 ��S"��#R�136 塔b�123 声 r 

月 ��ﾈ��2月3月≡合計 

件数 ��#s�#3｣�33ｳ�ﾃSs��
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②　電話相談:専用電話を使った､電話相談員による相談

月曜日から金曜日　午前10時から午後4時　午後6時から午後8時

土竃]･日彊日･祝ヨ　午前10時から午後4時

～10代 �#��2�F F30代 舒ﾃC��2�50代 亦�c��2�】 毒70代～ 儻9k��.i H合計 1l 窒R��ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 ���70 塔2�361 �#2�l 14 鳴�22 �?｣SsB�15.2 

こころ �"�333 仍����193 �#R�】 ∈12 �"�【 49 把s�r�i19.0 l 

からだ �2�22 ����F 25 �2�2 ��l ll 都b�ﾂ�l 】2.0 l 

ヒ亨上の悩み ��t31!26 】 剞� �2�∴い 劍��ス��"�"�

夫婦関係 免ﾆﾃ&��sb��126 都��! 14 l ��47 鳴�SCR�14.4 

親子関係 ���79 鳴�C������【 226 都R�29 l �"�29 鉄C��14.3 

人間関係 迭�112 ���3R�78 ��2�1 14 1 ����6��38 弐3コ�"�F 10.2 

軽.佳暇 �"�15 ��b�6 ��ｩ��ﾂ� ��8 鼎��1.3 

暮らし ��17 ����299 湯�2 ��2���126 鼎cb�12.3 

その他 痴�6�"�ﾂ��1 �� 憧�328E ���8�"�9.1 

合計 ��F��ﾂ�804j 田S��1334 鳴�##(�����77 途�664 �2ﾃs�8b�100.0 

月 滴ﾈ��F 5月 ��hﾈ��l i7月 嶋ﾈ���｢�( 9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��

件数 �#釘�312 �3#6｣3����3C��304 �3#��299 I ��｢�#3�r�

月 ��ﾈ��2月 姪8ﾈ羣ﾘxﾇb�

件数 �#モ�296376 �3,781 

-16-



主訴別相談件数

生き方 ��(+�+�.ｲ�からだ �49?�馼�2�,ﾉE�-ﾒ�夫婦 関係 ��ｩxｨ���ｭhﾅr�人間 関係 ��ｺI�ｹ4��iNﾘ･��暮らし �+ｸ,ﾉ�ﾂ�≡十 

1 555 ��ビ�16 ��｣C��204 �3#��209 �#r�12 ��l579 

574 都�r�76 塔R�545 鉄H�ｲ�385248 r �466 �3CB�3.78l⊇ 

計 亦��ｳ#��904 涛"�】125 F 都C��870 鉄釘�75 鼎s��F344 迭�3c��

二二二｣ 二二｣

年代別相談件数

～10代 �#��2�ヨo代 芳��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 

25 �3#B�623 �3#R�176 都B�16 ��b�i.579 

さ電話相談 ��ｳB�8C4 田S��1.334 �##"�77l 途�664 �2縱��

1500

1 200

900

600

300

0
～10代　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代～　不明
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③　特別相談

ア　法律相談:女性弁護士による法律問題に関する面接相談

毎月第2木曜日　午後6時から午後8時

第4金曜日　午後2時から4時

看百＼--＼月 釘�5 澱�∫ 唐�9 ��3��#��ｹ��"��1 �"�3 �靼xﾇhﾗ�NB３��

夫婦(悪者等) 釘�3 釘�∫ �2�〇 釘�つ �2�4 �#b�5 俣S2緜B綯�

相続.扶養 �"�1 �� ���1 �� 偵"�鳴� 乖ｳr�8.6 

借地借家 ��) � ���l �� �� 白���2�;3.7 

消費者等 ��1】 � �� �� ��l l �� ���1.2 

相隣関係 ��'! � �� ��1 ��� ��1 �"�2.4 

刑事事件 �� �� �� ��;1 �� �� ���i1.2 

その他 ���2 ���1 �"� �2� �2�il ��� ��R�18.3 

合計 途�7 澱�8 途�6 途�6 途�i7 途�7 塔"�100.0 

イ　からだの相談:女性産婦人科医師による医療的見地からの助言が必要なものに

いての面接相談　　毎月第4土曜日　午後2時から午後4時

粛＼--＼退 釘�∃5 澱�7 唐�9 ����������"�1 倩｣"�3 ��畏xﾇb�抜出(Yop) 

婦人科の病気 ��� �� ���1 �� ���2≠2 �1 偵��30_8 

月経 ��� 撞�� ���� ��:1 ��1 釘�15.4 

更年期 �� ��� ��1 ��l �� �� �"�7.7 

妊娠 ��.2 �� ��1 撞��l ��l l �� 釘�E15.4 

セックス �� ��l �� �� �� ��� 謄��■3.8 

からだ一般 ��1 ��l l ���l ��!E � 鳴�i �"�巨7.7 

その他 �� �?｢� �"�l �� �������ミ1 ��｢�≡19.2 

合計 �(��8�c2��- 釘�H ��ｳ�｣�ｳB�劍v�2�】2∈ 謄#b�喜100.0 

匝律相談I
l汁鞄√2'.家　77%　　　　l r消鞭が1 12%

-18-
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④　外国人女性のためのサポート･カウンセリング

ア　バイリンガル･カウンセリングの実施

府内に在勤･在住する外国人女性が､異文化の中で出会う様々な悩みに､母国語

及び日本語で相談を行い､問題解決に向けてサポートを行った｡

対象:-ングル､中国語､英語圏の女性

(在日韓国･朝鮮人及び中国残留孤児の女性も含むo )　･t,A

相談員:女性で､母国語と日本語を話すバイリンガル･カウンセラー

日時:毎月第1 ･ 2 ･ 3土曜日の午後2時から4時まで

第1土曜日　　ハングルでの相談

第2土曜日　　中国語での相談

第3土曜日　　英語での相談

ィ､英語を話す外国人女性及び-ンブルを話す女性のためのディスかソション･グル
ープの実施

日本で生活する外国人女性等が出会う共通の問題についてグループで話し合い､

情報を交換する機会を提供し､日本での生活における問題解決の支援を行った｡

英語は､平成9年4月から平成10年3月まで毎月テーマを変え､第3土曜日の正

午から午後1時30分まで､計1 2回実施｡

ハングルは､平成9年4月から平成10年3月まで､第1土曜日の正午から午後1

時30分まで､計1 1回実施｡

4 白�#R�6 途�8 湯�l10 ���?｣��12 ���2 �2�合計 

-j相談 �0 岬��0 ���1 ���0 鑓ﾋ踉���｢�ｹ��0 ������2 

ノ グ ル �6h4(5�4ｨ6(5h8x92�4�8ｸ�ｸ7b�0 巴����0 ���0 ������0 ���0 舒ﾈ爾�b�】 1 70 【 ���0 

中国語 �0 亦�V��0叫 l �0㌦ �0 �*"�"�1 ���0 ���4 

英 請 ��ｩ&ｲ�2 鳴���2 �"�1 �2�1 ���0 釘�1 �"�20 

デイスかシヨン グループ 吐ﾂ�ﾂ�r 【3 ��｢�2�3 �?｢�8��"��5 釘�2 �"�】 5 鼎B�

A ⊂コ 汁 ��ｩ&ｲ�2 】 ����2 �"�2 �,"�1 �"�1 釘�1 �2�26 

ディスカッション ゲル-プ 塗�｢�3 狽�9?ｨ�ｨｮﾂ�������6��1 打 �"�"�〇 價��2 l ���"�5 】 鼎B�
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⑤　期間を限定した特別相談

対等でないパートナー関係に悩む女性のための電話相談

専用電話を使った､女性相談員による相談

期　　間:平成10年3月5日から平成10年3月7日までの3日間

3月5日､ 6日　午後1時～8時

3月7日　　　　午前10時～午後2時

相談件数: 61件

⑥　相談員会議

平成9年4月から平成10年3月まで､ 8月を除く毎月(偶数月は第3木曜日､奇

数月は第1火曜日)の午前に計1 1回､相談事業の進め方についての調整や社会資

源台帳(相談関連機関情報)の整備等について検討を行うとともに､毎回1例づっ

｢事例検討｣を行い､相談員の研鏡を図ったo

(2)サポートグループ

同様の悩みをもつ女性のグループを結成し､ファシリテ一夕-中心に自分の悩みを

語り合い相互に支援を行うことにより悩みの解決を図った｡

定員: 15人

日程 刮�� 途ﾒﾘ7ﾒ�フアシリテ一夕- 伜���飛�

4/24～7/17 冤y�"�ll �-�ｫ咤��h,�*"騏ｨ.x*���&ｨ��檍,h,ﾈ,(*ｸ*�*)_ｲ��｢�鳩みちよ(トンセンターがンセラー) ��2�

4/26～7/12 �7况ｨﾍ����ll 俥ﾘ.x.ｨ,�*)�簫��,x*Hﾇﾘ*h.虹,x*H,ﾈ.�*ｸ.尼�本多利子(トンセンタ-カウンセラー) 1 ∃ �6r�

9/8～12′22 冤r�ll 豫ｸｭ�,ﾉWh/�鰄,�,B�稚みどり(トンセンタ-舶ンセラー) 釘�

9/11～11/27 冦益ｨﾍ�2�ll �*(,(-ﾈ,Y��*h.尼粐餮h,ﾉeﾉ|ﾚIeﾈﾋ��宮本由雛(トンセンターカウンセラー) 途�

9/27～3/28 l 傅｢�:10 【l l 派ﾇﾉm�ﾇﾈ顏��-ﾃｳ｢粐�本多利子(トンセントカウンセラー) さ ��B�

1/20～3/24 價囲����l 10; 亢8,�,�.�#8ﾜ��)oi�"(,X.�ｴ�-ﾂ粐��【 i鳩みちよ(トンセン州ンセラー) ��"�

1/20～3/31 價囲�2�10 俚h�(*���=Hﾎ8,ﾉWh,f�.ﾘ+ﾔﾂ"�碓みどり(トンセンター如ンセラー) ��2�
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(3)講座の開催

①　女性(わたし)のためのカウンセリング講座の開催

女性が自己実現していくために必要な視点を､カウンセリングの手法を用いて紹

介し､自立と女性問題解決に資した｡

定員:60人　申込者数: 140人　受講者数:63人　時間:午後2時～4時

月日 l 途ﾒﾘ7ﾒ�巳講師 

1 澱�粟���巨ユング-社会と女性の心の健康 册亥鞍"�6x985ｨ985籐�I%99h5*"簫�486ﾂﾘ����

2 澱��2粟���カウンセリングの心とは 兌ﾘ鉙-ﾘ,x.ｈ6x985ｨ985闔ｩ�985ｨ8��ｲ��

～`自分"を育てるカウンセリング～ 

3 澱�#�粟���｢女らしさ｣の病 亶ｹgｹu(ｴ��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

4 澱�#r粟���知っておくと役に立つ 冉ｸuh笹�2萎9)�匯V�/�ｯ�韶�="��
からだの知識.医療の知識 

5 途�粟���人間関係と心の健康～親子～ 冏ｹ�ﾙy育��6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

6 途�ﾂ緯r��フェミニスト.カウンセリングを通して �'ﾉEh岑椹�2�4X488ｸ5�4ｨ4X985ｧ$｣�4��

みる女性の悩み 仍繧��

7 途��ｈｾ���女性の一生とセクシュアリティ- ��9�｢�,�+�椅(ﾊ8鬩�I�｢��

8 途�#R粟���みられる存在と精神病理 �=�ﾞX怦�2��

｢女性の不安.うつをめぐって～ 

9 唐��粟���｢家族｣をめぐる法律の知識 �'ﾈ���位i7鋳�R�
～結婚.離婚.消費者問題～ 

10 唐�#宙ｾ���体を通してみる女性の自立 �+侈�)��4X488ｸ5�5ｨ985闔ｨ幵��ｷﾂ�

ll 湯�粟���1カウンセリングの現場にみる女性の自立 冏ｹ�ﾙy育��6x985ｨ985籐D�985ｨ8��ｲ��

12 湯��"粟���自分でできるカウンセリング 册�69'B�6x985ｨ986y�I%99h5(�ｸ6b�4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

13 湯��宙ｾ���人間関係の中での自己表現 �>�:�-ﾘ+�.b�6x985ｨ986x4ｨ985ｨ8��ｲ��
～アサ-ティプな生き方の第一歩①～ 

14 湯�#b粟���i 喜自分を大切にする生き方とは 亶ｹgｹu(ｴ��2�6x985ｨ985�4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

;～アサ-テイブな生き方の第一歩②～ 

15 ����2粟���フリートーク ��ﾈｮﾈ踪ﾆ"�6x985ｨ985闔ｩLｩ%99h5"ﾘ6��
～15回の講座を体験して～ �486ﾈ自uｲﾒ��
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笠　女性のための自己表現トレーニング'97の開催

自分の意見をうまく表現したり､人前で話すのか苦手であるなどの女性が､自分の

能力を把握し､活かしていくための自己表現や人間関係のあり方等を紹介した｡

定員:40人　申込者数:70人　受講者数･49人

時間:午後6時30分から午後8時30分　　受講料: 6,000円

月日 礼籀,H�ｲ�講師 

1 ����"盈ｒ�自己表現トレーニングとは 册運8ﾆ"�6x985ｨ986y-I%99cﾘ耳���

～人間関係とコミュニケーション～ �486ﾈ自uｲﾒ��

2 ����盈ｒ�ジェンダーと人間関係 】～コミュニケーション脚る"女らしさけの配し穴～ 1 亶ｹgｹdI�2�6ぺ985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

3 �����b盈ｒ�心の基本的人権 密&ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�6x985ｨ985闔ｩ�ﾉ%99cﾘ42�

～自己尊重のトレーニング～ �486ﾂﾘ����

4 ����#2盈ｒ�さわやかな自己主張とは ～対人関係の3つのパターン～ �>�曲+�.b�6x985ｨ985籐D�985ｨ8辻��

5 ����3�盈ｒ�ロールプレイ実習① 

6 鳴�ｦﾆﾂ��2盈ｒ�ﾂ�ロ-ルプレイ実習.忍.宮軸達代(ドーンセンター加ンセラー) 

7 免ﾂ�#�盈ｒ�ロ-ルプレイ実瞥3)を勝ちよ(トンセンターかフンセト) 

8 免ﾂ�#r盈ｒ�tロールプレイ実習.昔 ��

9 ��"�盈ｒ�ロ-ルプレイ実習⑤ 

10 ��"�ﾂ盈ｒ�自己主張の必要なとき ��ﾈｮﾈ�ｨ�2�6x985ｨ985闔ｨﾕｩ%99h5(�ｸ6��

～アサーションのコツ～ �486ﾂﾘ����
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笠　フェミニスト･カウンセリング専門講座(理論編)の開催

女性の自立と主休的な生き方をめさす新しいカウンセリングを行うために必要な

専門知識を修得するための講堕を開催した｡

定員:40人　申込音数:97人　受講音数:50人

時間=原則､隔週土曜日の午前1 0時から午後4時3 0分　受講料:10,000円

l 佇�?｢�丁-マl 俎X蹌�

l世15(土)iな-ミニストカウンセル郷必要か巨 劍ｮ(�Oﾉ62��Xﾞ8�9zy�Xｧy�I|｢��

帽畔恵(トンセンタ-綴担当コ-デイネ一夕-) 

2 �8ｳ�R�7猪ﾂ�【従来の心理学は女性をどうとらえて 亶ｹgｹu(ﾄ2鮎ﾉ�XｧxﾗX柮�

§きたかi �6x985ｨ985籀��985ｨ8辻��

3 免ﾂ���#忠7鋳�l 発達心理学からみた性差とジェンダー l 俘H酊育8ﾅ��ﾈﾆ���ﾒ��

4 免ﾂ�#宙�ﾒ��ーからだ"に表れる女性の苦悩 倆靠Xﾆ"�>儼�栞ｦhﾖ｢��

5 ��"��ﾃ�2�7鋳�"男らしさの神話と暴力ー i 竸9�2越y/Y�Xｧxｻ8蹴��

6 ��"��2�7鋳�女性とアルコール依存 1 �8ﾉg���姐)zx+�+�.ｸ,ﾉe�ﾙ�5ｨ985��ｲ��

7 ������7鋳�l l 過食と女性の心理l l 刔ｹ�yvX���?ｩ��ﾔ�7�6ｨ5�6r�4ｨ4X985ｨ8ｸ蛻ｸb�*���ﾉGh��mｨ益��h4�8ｸ�ｸ7b��

8 亦������母性神話と児童虐待 冰�4竕?ｩgｸ��檍馼ｼi�Y�ﾘ蹴��

9 �+X�ﾃ#B�7鋳�アダルト.チルドレン/共依縦みる雄榊 �H�8ﾊﾈ���4X.�98��4X985ｨ8ｸ4��72��

10 ���#B�7鋳�インセスト的虐待とアビユーザー 唳Yｸ��ｶ�Eb�8y�x鬨ｶ�蹴��

ll �"��ﾃ#��7鋳�認知療法の考え方 �+y$ｩ�ﾈﾅｸ蔗�8ﾉfｹ�Xｧxｻ8蹴��ﾂ�

12 �"�#���%ｨｯｩ|9d�,ﾈ��ｹ�ｩ&ｲﾘ,ﾈ咎w���+y$ｨ�蔗碓��Y��Uﾈｾ��

13 �(6ﾒ��ﾃ#ｉ7鋳�;エンカレッジメン卜を活用する方法 �/X-ﾘ+�.b�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

14 �"�#ｉ7著�87H4h7�6ｨ5�6x,ﾈ雹5�*�.x-ﾘ.��985ｨ8��ｹ|�ﾒ�������ﾒ�6x985ｨ985��ｸｩﾈ��ﾆ�9h5"ﾘ6h486ﾈ自uｲﾒ��

15 �86ﾓ�B�7駐ｸ8ｨ7H8ﾈ487�984�,hｷI��|9d��册鵜��竏6x985ｨ985闔ｩLｩ%99h5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ6r��
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(41女性関係相談機関ネットワーク会議の開催

府内の女性関連施設の相談事業部門との連携を密にし､有機的な相談が実施できる

体制づくりを図るため､関係相談機関の連絡調整会議を行った｡

日時 �>�vR�参加機関 

第 兌ﾙ�ﾃ僖繆ﾈ���?｢盈ｒ�情報交換等 �3�ｴ�ｭbゴ)�ﾂ��

1 回 佻�3(鳧��H鰾�侭.亊hﾅr�･8ｭhﾅx唏ｮﾂ�

第 兌ﾙ�ﾃ��D��ﾈ�#)?｢盈ｒ�パネル.ディスカッション �##亢�ｭbイy�ﾂ��午後2時～4時30分 ��E関係13 

2 � 唏�9*ﾉ�ｨｭhﾅs�R�

回 凵ｺ ��+ｸ,ﾉ�ﾃ��
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3　啓　発　学　習　事　業

男性を含めた府民の関心を喚起し､女性問題解決のための啓発活動を行うとともに自主的な学習

活動を支援した｡

(1)女性問題啓発講座の開催

女性問題に対する正しい理解と認識を深めるための各種講座を開催した｡

①　女性のためのストレスマネジメント

現代社会では避けて通れないストレスに､職場や家庭においていかに対処するかについて､

実習を交えながら考える講座

定員:40人　　申込者数:277人　受講者数:48人

午後6時30分から午後8時30分

月/日 �7H耳耳7ﾒ�講師 

1 迭�#2粟���専門家に聴く､からだ.心とストレス 冢ﾉ694驗��

の関係 宙ｷ)zx+�+�.ｸ,ﾈ�mY�H5ｨ986xﾞY�ｨ�2��

2 迭�3�粟���ストレスをのりきる?かいならす? 俚):��(���

つきあう? 妻 忠�X蹣zx+�+�.ｲ卯Y�I�H5ｨ985闔ｨﾊ8�贅��

3 澱�粟���東洋医学からみるストレスとのつきあ 估侏Ig"�

い方 忠GﾘｸH栞4X488ｸ5定5ｨ985闔ｩ�X��4�63r��

②　性差を科学する

現在､少しずつ解明されてきた男女の性差と思考･行動の関係について､科学の視点から

探る講座

定員:50人　　申込者数:57人　受講者数:51人

午後2時～午後4時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 F 

1 ���b��7鋳�性差と行動～動物行動学の視点から �?)�ﾉ�Xﾞﾂ���ｹ�XｧyN丶ｸｸ假b��

2 偵b��B�7鋳�セクソロジーから見た性差 帝'(�9�x����5x8Bﾘ6�8ｨ5�6r��.r�

3 澱�#ｉ7鋳�スポーツにおける文化的な性差 估h��ｴﾙOﾈﾕﾒ��YG8���Xｧxｮ餠(ﾅ)�ｨ薰��
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③　メディア･リテラシーⅡ-だまされないためのメディア学一

メディアが伝える情報をそのまま受け入れるのではなく､能動的に読み解くための考え方

や技術について､実習を交えながら学ぶ講座

定員: 40人　　申込者数: 128人　　受講者数:46人

午前1 0時から午後0時

巨月/日 i 途ﾒﾘ7ﾒ�l 講師 

1 澱��b以竰�メディアの暴力 僣ｸﾋHﾔ����Xﾞ8����Xｧx富+竰�

2 鳴��｣b�#2以竰��｢�新聞記事を読み解く 白�?)�ﾉvﾘ���鳴ﾘ985ｨ986y��9h5"ﾕDｨ486ﾈ自uｲﾒ��

3 把b�3�以竰�"�雑誌を解剖する 亳y69�ITb�7H8ｨ�ｸ8�485��ｲ��

4 途�以竰�ﾂ�テレビを分析する �68�8鳧���rﾘ985ｨ985籀馼ｼi%99h5(�ｸ6�486x6r���｢�

〇 撞r��B以竰�ﾂ�フェミニズムの視点で映画を みる ��9>ﾉYH-�.ｲベ6x8�485��ｲ��b�

④　ワーキングスタイル発見セミナー

なんとなく流されるままに働くのでなく､女性が､自分自身に合った働き方を自分自身で

自律的に創りだすためのノウ-ウを探る講座

定員: 40人　　申込者数: 80人　　受講者数: 49人

午後7時から午後9時

月/日 �7~マ 綿ﾗX蹌�

1 ����#�以竰�｢私｣にとって｢働く｣つて何? -その意味と価値- 綿揵}�����ピx486俥R�7h8俥R�

2 ����#r以竰�｢私｣らしい働き方を探る 鳴��n�69'H���4ﾈ888｣sx687h7H4��ｸ8�8��9Uﾂ��

】水田かはる(社会勝労務士) 

3:ll/10(月) �1働三千琵票警荒を鮒てくれるもの_ �+y$ｩ�ﾈｹ韈�位h�ﾒ��

4 佇����r以竰�パートナー説得法 �:�m碓ﾉ=韈���顫��ﾉ�｢���Y��z)Oﾂ駅ﾘｮ仂i�i&h贅��:�葺ﾘB�(彿.ｸ,h覃駛8ﾊHｸh�蓼ﾔｲ��Vﾈﾏｹ���R�ﾘ8定�ﾈ6x5�6x5ﾈ6�8ｨ6S���

512/1(局) 剴ｭき続けるつて素晴らしい 亊ｸ��ｮﾉ�8���ﾊi9偬Hﾋ霈i�餔ﾂ��
l l � 
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忘　異文化コミュニケーション.海外女性の今

世界の女性が製作したドキュメントビデオ｢ファイブ･ミニッツ･プロジェクト｣を見な

がら､女性の視点でとらえた世界各国の社会現状やその中で活動を続ける女性たちの姿を学

ぶ講墜

定員:40人　　申込音数　63人　　受講音数　42人

午前1 0時から午後0時

月/日 ��･H7ﾗ(ﾗX蹌�

1 ��｢�ｩ����#r以竰�ドイツの女性たち �&WGF匁�v�66��

～ビデオ｢77イ7ミニケツ7ロジ二汁/冒-ロブパ軌をみながら 宙ﾖ(ﾊ9�ﾈﾎｩ[h嶌5ｨ986x�2��

2 免ﾂ���以竰��｢�アメリカの女性たち 鳴���覿8uf友��

～ビデオ｢77イブミニツツプロジェクトノ/先業.南楢｣をみながら 忠J飲y;ﾉ�y�XｧyYB��

3 免ﾂ��r以竰���コンゴ-民主共和国の女性たち �'Vｶ�6�ｶ�ﾇV&��

～ビデオ｢77イブミニ7ツプロジェクトノア7リかオセ7二硝｣をみなから �4Tvﾆ�76�6sx5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

4 ��"��以竰�フィリピンの女性たち �-)nﾈ6�4�7��

～ビデオ｢77イブミニツ伽二ク卜/7ジ硝｣抑ら巨ネグロス鰯脚拙長) 

耳　文学の中の女性たち

1 9世紀､ 2 0世紀初めの文学作品に登場する女性たちを通して､女性の生き方を考える

講座

定員: 50人　　申込者数:87人　　受講者数:62人

午後2時から午後4時

月/日アマ 剄u師 

1 ��"��以笘�ｩ$ｨﾞ引�自��xﾝy����,ﾈ��ｸ+ﾘ+���+ﾘ,(-ﾙ78躋浦������X鬨萃��

2 ��"��R以竰�ジエイン.オーステイン『自負と偏見』 .の女性たち l �+ﾉnﾉuH��椅)W����Xｧy=h袵��
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⑦　男女協働子育てシリーズ-サヨナラ! 3歳児神話-

3歳児神話をこえて｢女性と男性がともに子育てに参加する_　をキーワードに､子育てに

ついて考える講座

定員: 50人　　申込者数こ　79人　　受講者数: 47人

午前1 0時から午後0時

l 月/日 努�7ﾒ�i F講師 

i 

1 ���3�粟���】 】たくさんの人と豊かに育つ i-子どもの心の軽重と集団保育- ��I�Yj�����ｹ�XｧyHｨﾞ�5���

2 亦�S"�粟�����` 子どもを育てる地域の大人の力 ����永i4驗竏,x/�*�.渥�4�8�7X轌;�.b����

3 �"�#�粟���i 3歳までは母親の手で-は本当?F村本邦子 

-母性神話.3歳児神話にとらわれないで- 忠u�8�487H5H484�8ｸﾊﾈｸh�+r��

4 �"�#r粟���子どもって何?育つつてどんなこと? �?)�ﾉvﾘ���

】~子tLlもが安心して育つ家族と社会- �(トンセンタ-信教当コーディネート) 川喜田好恵 

jj �(トンセント般担当コ-デイトト) ! 

⑧　揺れる｢性｣ ～今､根本から性を問い直す～

性(セクシュアリティとジェンダー)の本質について根本から問い直し､ジェンダーに敏

感な視点からその"揺らぎ巾を検証し､新しい価値観を模索する講座

定員: 50人　　申込者数: 124人　受講者数: 59人

午後2時から午後4時

月/日 �7h�ｸ7ﾒ�】講師 

112/21(土) 剽hれる男たちわけ 一男が"生きづらいー理由- ��9�ｨ*ﾘ,�+�蔭�7IL葵��

2 �"�#ｉ7鋳�【 ｢性の神話｣と性暴力 l ��6饐9����飴�4xｴ���

3 �2��7鋳�座のグラデーション l~男と女の問- 碇ｨ��69�洩�;�:�X��(i*凩b��

4 �2��B�7鋳�l性/セクシュアリティ/ジェンダー ��ピx5h8､�8ｷｹgｹu(ｴ��2�

iを語る 宙6x985ｨ985籀*�7H985ｨ8辻��

(21 ｢ウィメンスフォーラム｣

10　ドーンフェスティ/りレ' 97に別掲
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4　女性の能力開発に関する事業

女性の社会参加･参画を促進するため､女性の能力の開発･育成に必要な講座等の

開催や支援事業を行った｡

(1)社会参加をめざす女性のための自己開発講座

社会参加をめざす女性が自己を見つめ､社会との関連で自分に対する理解を深める

とともに､女性の多様な社会参加の実態にふれ､社会に対し働きかける力を養うなど､

社会参加に必要な基礎的能力を向上させるための講座を開催した｡

定員: 36人　　　　申込者数: 41人　　　　受講者数: 37人

午前10時から午後0時

月/日 �7H耳7ﾒ�講師 

1 迭��b粟���オリエンテーション.自分を知る① 仞�ﾘ�U8ﾘr窺�付4�/r��ﾛ(�盈鞍育��X,ﾉ&bﾘ7(5泳ﾉjｨ靖z2��

2 迭��宙ﾈ竰�自分を知る(勤 仞�ﾘ�>ﾈﾘr雨�t4�ｫ(饕��

3 迭�#2粟���自分を知る③ 仞�ﾘ�U8ﾘr��Xﾞ5付4�ｫ(饕��

4 迭�#b以竰�自分を知る④ 俚(�盈鞍育�萎X,ﾈﾞﾒﾘ7(5�ｩ�9EｹL���

5 迭�3�粟���社会を知る(丑 仞�ﾘ�U8ﾘr雨�t9�ｸ饕��

6 澱�"以竰�社会を知る② 仞�ﾘ�U8ﾘr雨�t9�ｸ饕��

7 澱�粟���ライフプラン(丑 仞�ﾘ�U8ﾘr雨�t4��ﾉ�ﾒ��

8 塗�ﾃ宙ﾈ竰�市民活動スキル(む 仞�ﾘ�U8ﾘr窺�付4�ｫ(饕��

9 澱��2粟���市民活動スキル② 仞�ﾘ�餠8ﾘr雨�t4�ｫ(饕��

10 澱��b以竰�再就職スキル① 俚(�盈鞍育��X,ﾈﾞﾒﾘ7(5逢ﾈｶ�靖�r��

ll 澱�#�粟���再就職スキル② 俚(�盈鞍育���饑�,ﾉ�h耳7(5泳ﾉUﾈ竧�2��

12 澱�#2以竰�情報活動スキル① 派ﾛ(�盈鞍育���閂ﾈ82ﾘ7(5瓜儷ﾈ竧ﾝr��

13 澱�#r粟�停�卜情報活動スキル② r 俚(�盈鞍育�盈x,ﾈｭ�5Bﾘ7)y9�9Eｸ�2��

=; 【 澱�3�以竰�ライフプラン② ��8ﾘ�U8ﾘr��Xﾞ5付4�ｫ(饕��
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月/日 ��ｷ��b�俎X蹌�

15 途���2��ライフプラン③.各自のプランの発 冓 金香百合(頒YWCA幹事) 

表とまとめ 剄ｲ々木敬子(俄の篇サービス御領取離) 

16 唐��粟���フ ォ ロ ー ア ッ プ 乖�:饑�ﾙ�,h6ﾈ6(6x8��ｸ4陞�2�佐々木敬子(偶の針-ビス鮒寿相投) 

17 湯��ﾃR粟���乖�:饑�ﾙ�,h6ﾈ6(6x8��ｸ4陞�2�金香百合(頒YWC蛸事) 

18 ����ﾂ�2粟���乖�:饑�ﾙ�,h6ﾈ6(6x8��ｸ4陞�2�金香百合(畑YWCA締) 

19 免ﾂ��B粟���乖�:饑�ﾙ�,h6ﾈ6(6x8��ｸ4陞�2�金香百合(頒YWC蛸事) 

20 �2�粟�����8ｷ�-ﾈ,h-�����金香百合(大酢WC鳩事) 

(2)ニューワーク創業支援事業

女性の経済活動における社会的不平等の是正と女性の新しい働き方の創造を目的と

して､ ｢起業｣という手段で社会的に意義の高い仕事を自ら創りたし､自立と自己実

現を図る新しい働き方を行おうとする女性に対して､創業のための各種支援を行ったo

①　女性のためのニューワーク創業支援講座(初級コース)

会社の作り方や会計等起業に必要な基礎的な知識･技術を効果的に学ぶ講座を開

催した｡

定員: 4 0人　　　　受講料:30,000円

<8月期>　　　申込者数: 61人　　　　　受講者数: 42人

月日 鳴�ﾈ4�7ﾒ�講師 

1 唐�#2�オリエンテーション 傲��)vﾘ���"�5x8D�,H98駟k�ｼr��

(土) 亢霈h彿7�6�4h6(4鶇�����(,ﾈ齪ﾌ���樞�

事業計画の作り方 �ｩgｹ=�ﾔ�圸gｸ檍ﾇh駟)���
起業のためのシミュレーション 傲��)vﾘ����5rｲ�,H98�(ｼr��

2 嶋6ﾘ�ﾃ3�ｸﾆ�8�(,hﾆ�ﾘ��ﾆ�ﾘ,ﾉzﾈ.｢���Y'ﾈﾄ�u付"�5vfﾈ,X98駟����ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ�

(土) �<Xﾈ亥ｨ��,ﾉ<x-ﾙ_ｲ�

iシミュレーションを書いてみましょう 【 

3 唐�3��事業組織と会社の作り方 �ﾉ$ｨｹ韈��"�5x�Tｦh98馼豐��

(日) �7(5x6ﾈ5�5��ｸ8��佐藤恵久雄(WWB/ジfJtン事務局) ′′ 

損益分岐点分析 

4 湯��2�女性起業家事例紹介 舒(迄芥���,h*H-8.(+X-X+X*"��

(土) l 亢霈h,倬�ｾ�,ﾘ*(*ﾘ.yTｹwh*��j佐藤恵久雄(WWB/ジャパン弼) 

資金調達 ��ﾈ�ﾂ�ﾂ�

〇 撞�6ﾘ6ﾘ�ﾃ�B�起業のためのシミュレーション発表 俚):�ﾄ霍i5｢�"�5x.�7ﾘ98馼豐��

(日) 做9{俾�� 

E交涜サロン � 
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く1月期>　　　申込者数: 41人　　　　受講者数: 33人

月日 度耳7ﾒ�講師 

1 ��2��ﾃ#B�オリエンテーション 傲��)vﾘ���"�5x�ｦc韜iIB��

(土) 亢霈h彿7�6�4h6(4鶇�����(,ﾈ齪ﾌ���樞�

女性起業家事例紹介 �(i�ｩ�ﾙOﾂ�+�+x.�+r��

事業計画の作り方 �ｩgｹ�靫�'�檍ﾇh�(���

2 ���#R�起業のためのシミュレーション 傲��)vﾘ���t"�5s�菱98駟k�ｼr���ﾈ�ﾂ�

(日) �5h7�8X8ﾈ�ｸ5h8x98/�*(,H-ﾘ-ﾈ+X.X*B�

資金調達 俚):�ﾆ(ｷiu着ut"�5vd�,X98馼豐��

3 �"��事業組織と会社の作り方 �ﾉ$ｨｹ韈��t"�5rｲ�,H98�)�b��ﾈ�ﾂ�

(土) �7(5x6ﾈ5�5��ｸ8��

経営者と経理～経理の流れ ��Y'ﾈﾄ�t"�ｸ,X99yｹe���

4 i �"��決算書の読み方 ��Y'ﾈﾄ�t"�5x887�98�(ｼr��

(日) 傚y�ｸｴ霈h徂駟~���樞�平尾栄(絵描) 

損益分岐点分析 ��Y'ﾈﾄ�t"�5x�X7�98�(ｼr��

5 �+#��起業のためのシミュレーション発表 俚):��8ｷiu着t"�5x.��98駟k�ｼr��

(土) 做9{俾��

交流サロン 

②　女性のためのニューワーク創業支援講座(実践コース)
起業はしたけれど､事業かきちんと成り立っていない女性､経営のステップアッ

プを目指す女性を対象にした講座を開催した｡
定員: 3 0人　　　受講料:30,000円

く12月期>　　申込者数: 19人　　　　受講者数: 16人

月日 鍍ｨ7ﾒ�i講師 r 

1 ��"��オリエンテーション 俚):��8ｷiu宙ﾞT"�5x887�98�(ﾞﾒ�

(金) 伜����(,ﾈ齪ﾌ���樞韜hｼh��樞�

女性起業家事例紹介 鎚6yYHｶxﾆ"因ｕD�$XｾHﾝ�=���ﾈ�ﾂ�

運営とマネジメント 
～受講生とのディスカッション 俚):�ﾆ(ｷiu宙u付"�5x�ｦc��(ｼr��

2 ��"��ステップアップ事業経営 �ｩgｹ�靫�}(檍ﾇh駟�ﾒ���ﾈ�ﾂ�ﾛ):�ﾆ(ｷiu着ut"�5x8H8ｸ�(ﾔ����ﾈ�ﾂ�

(土) 佝�8,h檍ﾇh��6h485�*�8ｸ8�98,cx6�6�485��

商談ゲーム 

3= ��"��時代のトレンドを読む～マ-ケテイングと提言純 儻9Fｨ蓼釐���ｨ+�ﾒ��

ド 剋�u生とのデイスかソシヨン～事業とりツセージ 兢�圷�育9j�6�984韜hｩ��

修了式 儻9Fｨ蓼釐���ｨ+�ﾒ��

交流サロン 

③　ニューワーク事業相談

事業計画の作り方を始め､融資申込みのための手続きなと､開業までの手順に

沿った起業に関する相談及ひ起業後の経営のステップアップのための相談を実施

した｡

･日　　程‥ 9月15日(月)､29日(月)､11月2日(日)､1月26日(月)､2月15日(a)､16日(月)

･相談者数: 32人　　･担　　当　WWB/ジャパン事務局スタッフ
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5　調査研究事業

O ｢大阪の女たち｣歴史的資料の発掘･収集

大阪で､文化､労働､社会活動など､各界において先駆的な活躍をしてきた女性たちの生

の声を､聞き書き及びビデオ撮影の方法により残すことによって､男性中心に語られてきた

歴史を女性の視点から検証することを目的に､ ｢大阪の女たち｣資料収集事業を実施した｡

(1) ｢大阪の女たち｣資料収集検討委員
･委　員:井上理津子(フリーライター)

木村涼子(大阪女子大学学芸学部助教授)

下之坊修子(ビデオ工房AKAME)

津村明子(前(吋大阪府男女協働社会づくり財団専務理事)

林　千章(讃責新聞記者)

(2)取材対象
･原則として戦後各界で活躍してきた､本人への取材が可能な女性8名

飯田しづえ(婦人民主クラブ大阪府協議会代表)

大川恵美子(元部落解放同盟大阪府連合副委員長)

岡部伊都子(随筆家)

桂　信子(俳人)

佐々木静子(弁護士)

竹中恵美子(龍谷大学教授)

豊後レイコ(エルダーホステル協会会長)

横井和子(ピアニスト)

(3)聞き書きのまとめ及びビデオの編集

次のとおり冊子のまとめ及びビデオの編集を行った｡

聞き書きのまとめの冊子及びビデオは､ ｢大阪おんな自分流一扉を開けた8人の肖像
｢ ｣のタイトルで各対象者ことにセットにし､女性の社会への参加･参画のための資料

として活用する｡
･冊　子　聞き書きのまとめに加えて､写真､年譜を掲載し､ 1人につき1冊をB6判で22

ページ程度にまとめた｡

･ビデオ　取材対象者の語りを1人につきビデオ1本､ 20分程度に編集した｡
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6　女性のネ　ットワークづく　り事業

女性のためのアフターファイブ交流サロン

働く女性が､視野を広げ､仕事や生き方のステップアップを図り､情報交換､異業

種交流等のネットワークをっくる場を提供した｡

定　員: 80人(12月開催時のみ定員100名)

参加費:前売2,500円　当日2,800円(12月開催時のみペアー券4,600円)

午後6時30分から午後8時30分

月/日 �5�5�6y9��参加者数 

1 釘�#"�竰�ゲスト木下明美(ジ†11)スト) 塔I�ﾂ�

2 澱�#r粟���ゲスト栗本智代(畑ガスエネルギー.文化研究所所員) 鼎9�ﾂ�

3 �����r粟���ゲスト大林佳代子(きき紺) 塔9�ﾂ�

4 ��"��"粟���ゲストrJ.7ンサンプル(阪神大震災復興義幸家集団) 都��ﾂ�

5 �"�粟���ゲスト船橋邦子(大阪女子大学女性学研究セント専任教浄) 田��ﾂ�
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7　文　化　表　現　事　業

女性による文化､表現活動を支援するとともに､女性に対する固定的なイメージや

社会意識の変革をめざし､女性に関する文化､表現活動を支援した0

(1)女性映像フェスティバル'97

女性の視点による映像文化の発展と映像分野への女性の参画の促進を図るため､女

性映像関係者のとの交流や､女性監督作品の上映等を行った｡

とき:7月12日(土)　参加者:延1, 885人

(ビデオ〉ところ:視聴覚スタジオ

時間 �>�vR�参加者数 

12:00-14:00 �6��ｸ985ｨ985��ｸｷ�-��ﾈ��ｸｭi��郢�ﾘ,X,ﾂ�7(6h4俎Xﾜ��9{��h,�.h.俥ﾉV�,ﾈ�8肪�50人 

14:00-16:00 �7(6h4��xﾞﾈ�(,h,ﾈﾏ�zﾈ橙���-ﾙZ�,i(8攪��WB��30人 

(映　画〉ところ:ホール

時間 �>�vR�参加者数 

13:30-14:50 �(8ｸ42ﾘ5�,h5�8ｨ�ｺ2�6x5�*�r��ｬI<#ｨ5x4h�ｸ92�4ｨ98784�92�450人 

15:00-16:40 �$DT�(7H8ﾈ985�2�4�8�8ｨ4｢��ｬI<#ｨ8ﾈ5�8ｨ�ｲ�8ｨ984｢�4�8�6(4簫�480人 

16:50-17:30 �(*�+ﾘ,(.�.�2�?ｩgｲ��ｬI<#ｨ憖�9+ﾉOﾂ�510人 

〈シネマサロン)　ところ:ホール

時間 �>�vR�ゲスト 伜����)�B�

18:00-20ニ00 ��ｩfﾘ4��ゲスト �3cY�ﾂ�

チ-マ｢映画に生きる｣ 傴ﾈ皐ｫ����5h6ﾂ�6y��[h柮��憖�9+ﾉOﾂ�i�ﾈﾞﾈ彙��5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ�,9�ｩk韈����6x985ｨ986y�ﾉ*��
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(2)女性のためのビデオ講座の開催

･3)女性のためのビデオ講座(初級編)

初心者を対象に､ビデオ作品の企画から撮影､編集までの実習を中心にした講座

を開催したo

定員:20人　　申込者数:25人　受講音数:20人

受講料:6,000円　　　午前1 0時～午後0時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ��｢�講師 

1 迭�#"盈ｒ�オリエンテーション 】l �������68�8鳧����6x985ｨ985��ｸ馼ｼi%99h5"ﾘ6h486x5簫��岔Eieh�8����6x985ｨ985籀+�ﾊh�YX7�8ﾈ�ｹuｲﾒ��

2 迭�#忠mｒ�企画.構成.シナリオ 

3 澱�盈ｒ�カメラワーク.ライティング 

4 澱�以竰�i 撮影 l 

5 澱��忠mｒ�

6 俣b�#b盈ｒ�編集 

7 ��｢�r���盈ｒ�

8 途��r盈ｒ�

9 �6r�ﾂ��3r�#B盈ｒ����

川 途�3�盈ｒ�】発表会.批評会 

②　ビデオ講座(中級腐)

現役で活躍している方々の講師による講義と実習を通して､ビデオ制作に関わる

様々なテクニックのレベル･アップを目的にした講座を開催した｡

定員:25人　　申込者数:30人　受講者数:28人

受講料:6,000円　　　午後6時3 0分～午後8時3 0分

与月/日 �7--マ 俎X蹌�

1 免ﾂ�#�盈ｒ�テレビ.ドキュメント制作の 方法 �ｨ6�4ﾈ8h8ｸ4�8｢ﾘﾔ影ｸ7h8ﾘ6h8bﾘ5Bﾒ�[ﾘ圸h�ｴ倡��ﾂ�

2 免ﾂ�#r盈ｒ�( 妻ビデオ撮影について 僭ｒﾈ7ﾘ6�6(4��ﾈ�(ﾊｸ蕀��
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月/日 �7G籀7ﾒ�講師 

3 ��"�盈ｒ�録音について �7(6h4�6h4(8ﾈ4�5��ｲ��ﾉiHﾏYu��

4 ��"�ﾂ盈ｒ�録音の実習 �7(6h4�6h4(8ﾈ4�5��ｲ��ﾉiHﾏYu��

5 ��"��ｉmｒ�プロデューサーにTVや映画 番�腑�ﾄ�%H7h8ﾘ6h8X�ｸ5Bﾒ�5h6ﾈ7ﾘ6�7"�

の現状や今後の方向について �5�自uｲﾒ�

聞く 丶ﾈ�(ｩyW�Oﾂ�

6 ���盈ｒ�照明について �ｸ5(5�8(7h8ﾘ5�4�5h8x92�ﾚ�皐ﾏr�

7 ���#"盈ｒ�照明の実習 ����5(5�8(7h8ﾘ5�4�5h8x92�ﾚ�皐ﾏr�

8 ���3�粟���映像ジャーナリストに話を �i�ﾈ5x88�ｸ6�8ｨ5�6r�

聞く 估i$ｩH韈��

9 �"�盈ｒ�スタジオ撮影の実習 ���6��ｸ985ｨ985��ｸｭ�+r�,9�ｩk韈��

10⊇2/19(木) 【 刄Xタジオ撮影の実習 ���6��ｸ985ｨ985��ｸｭ�+r�,9�ｩk韈��

(3)定期上映会(ドーン･シネマクラブ)

女性監督の作品や女性の視点に立つ映画の上映等を行った｡

入場料:前売　800円　当日1,000円　　　場所:視聴覚スタジオ

前売1,000円　当日1,200円(第3回目のみ)

月日 ��8防ﾞﾉV�5�5�6y9��参加者数 

1 迭�#"盈ｒ�｢春桃(チユン夕オ)｣(88年､中国) 涛��

2 湯��宙ｾ���｢戦場のレイプ｣(96年､カナダ) ��#"�

トーク:松尾直嗣(緒士､シネマラソンの会主宰者) 
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月日 亶ﾈ�8防ﾞﾉV�5�5�6y9��参加者数 

3 ��"��宙ｾ���｢ムアンとリツ卜｣(94年､タイ) ���R�～12/20(土) �(芥,h�8+X-ﾘ,ﾈ4�4ｩ��2ンID鶇5�42��

※2日間にわたり2本の作品の上映 

4 ���3�粟���｢知ら恥という艶子へどう敵よう鼓争を今日雌能会日!｣より抜粋の#&- 鼎r�『知花家の槻｢日の丸｣境き捨てと｢象のオリ｣』 

トーク:熊谷博子(映像ジャーナリスト) 

5 �2�#��7鋳�｢土の記憶｣(96年､日本) 鉄����

トーク:塩崎登史子(映像作家) l 

(4)女性芸術劇場

女性の手による女性の視点を持った舞台芸術公演を開催し､広く府民に鑑賞の機会

を提供した｡

ところ:ホール

入場料:2,500円(前売2,000円)

参加者数: 687人

日時 �>�vR�キャスト等 i 

1月24日(土)夜 們Xｸ�%vTﾆ�U薮Rs唐�･劇団青い鳥 

25日(日)昼 倩H+ﾘ+�,ﾚH*�,�+ﾘ+ﾘ+�/�芥+R�･表現集団ぴぃどろん 

ている｣ 唳z雕Xﾙ�ﾝX.��靉ｲ�
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8　国　際　交　流　事　業

(1)海外向け情報誌｢DAWN｣の発行

ドーンセンターの知名度を高め､情報の集積を促進するとともに､センターの活動

や日本の民間レベルの女性問題情報を海外に発信するため､海外情報誌を発行した｡
･発行時期　　平成9年1 1月

･部　　数　　3, 000部

･規　　格　　A4判12ページ

･編集会議　次の委員からなる編集会議を設置し､編集基本方針や記事内容､執

筆依頼先等を決定した｡

く編集委員>

井上はねこ(編集工房アミ主宰)

宇野澄江(ウィメンズセンター大阪スタッフ)

クマラ　スウェンソン(大阪女学院短期大学助教授)

浜本幸子(芦屋大字教授)
･基本方針　アジアとの連帯活動の紹介を特集記事とし､ドーンセンターを拠点

として活動しているグループ及び事業を紹介｡

ページ �>�vR�執筆者 

P1--P3 �?ｩgｸ��ｸ*ｨ4�5x4�,舒�/�ﾏﾈ*ⅸ4�5x4�,b�森木和美 

の連帯活動をはじめたことを紹介o 

全体記事 

グループ紹介 �H�8,ﾘ,ｸ+�](�効蹴��ｲ�

①アジア女性自立プロジェクト 

②アジアネットワーク 

③稲垣三千穂 

P4-P5 �4�8ｸ�ｸ7h��樞�尼川コーディネータ- F 

(ドーンセンターを鮎として潮されているプル-プを掛するC) 

P6-P8 唳?ｩgｸ,ﾉ&ｩ�ｸ*ｪH巉/�ﾖﾈ*jH,x,ﾈ.h*H,��中村正 

心がゆらいでいるのかを紹介 �4�7ﾘ8�5�4X4x985ﾈ99]"�

･外国人が見た日本の男性 偖x効蹴�

P9 l ��Xﾞ8,ﾈ��ｸ��樞��h夊������井上はねこ編集委員 

Plo �6h�ｸ5�,X-ﾘ.�?ｩgｸ,ﾈ��ｲ�宇野澄江編集委員 

～P11 儻iWy¥ｩ��,亊h+x.�8�9��

P12 �6��ｸ985ｨ985��ｸ,ﾈ��樞�事汚局 
l 宙6ｨ8X�ｸ8��ｸ4饅ｨｼh辷�馼ｼb��
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9　健康　に　関　す　る　事業

(1)マシンジム講習会

ウエルネスのフロア(地下1階)に設置した温水プール及びマシンジムの管理運

営を行うとともに､マシンジム利用者講習会を実施した｡

(2)フィットネススクールの開催

府民の健康の保持･増進を図るとともに､ドーンセンター利用者の交流を促進す

るため､地下1階ウェルネスのフロアにおいて､フィットネススクールを開催した｡

定　員:スイミング15人　エアロビクス22人

回　数:各スクールとも10回

受講料:各スクールとも10,000円(7月期まで)

受講料:各スクールとも10,000円､保険料300円(10月期より)

スクール名 鳴�ﾂ�况ｩ?｢�ﾂ�ﾂ�■∃受講者数 E】 r ;●叫 �7月期 滅Xﾘh."�1月期 

スイミング(初級)j月曜日 �13:45～15:00 ��R�15 亦��X�｣�R�

スイミング(初級) 白���ﾈ騅ｩ?｢�18:45～20:00 ! ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) �(憺vｩ?｢�l F13:45～15:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) 冦益ｩ?｢�10:30～11:45 ��?｢�15 ��R�16 

スイミング(中級) 仞�vｩ?｢�13:45～15:00 ��R�15 ��R�15 

ビギナーエアロビクス ��ｨ憺vｩ?｢�10:30～11:30 �#"�22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス ��m益ｩ?｢�19二00～20:00 �#"�22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス 仞�vｩ?｢�い‖0-19=30 �#"�22 �#"�22 

エアロビクス �騅ｩ?｢�18:30､19:30 ��｣#"�22 �#"�22 

リブレツシ-体操1木曜日 冤4:30～l5:30芦22 l �22 l �#"���22 

らくらくリフレッシュ体操】金曜日 �10:30～11:30l �#"�22 �����"�20 

合計 剴#���207 �#�銈�b�
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1 0　ドーンフェスティバル　●　9　7

ドーンセンターの設立趣旨である男女協働社会づくりを広くPRするため､センターの各

施設や機能を利用し全館あげて､女性の自立と参加･参画をテーマに以下の各種イベントを

実施した｡

と　き:平成9年11月7日(金)､ 8日(土)の2日間

ところ:ドーンセンター7Fホールはか

(1)ウィメンズフォーラム

日　　時: 11月7日(金)午後1時30分～午後4時

場　　所:7Fホール

参加者数: 375人

内　容=大阪府女性基金プリムラ賞授賞式　午後1時30分～午後2時

トーク｢女と男､これからの生き方を探る｣　午後2時～午後4時

趣　旨　根強く残る男女の役割分担や｢家｣などにとらわれない､女も男

も個人として尊重されるこれからの｢生き方｣探る｡

ゲスト　海老坂　武(フランス文学者､関西学院大学教授)

福島　瑞穂(弁護士)

(2)関西フィル･ロマンティックコンサート～秋を奏でる

日　　時: 11月7日(金)午後7時～午後9時

場　　所:7Fホール

参加者数: 347人

入場料:2, 500円

出　　演:関西フィルハーモニー管弦楽団

指　　揮:堀　俊輔

独　　唱:ソプラノ　岸下泰子

独　奏=ヴァイオリン　日比浩一(関西フィルコンサートマスター)

曲　　目:シューベルト/交響曲第8番ロ短調｢未完成｣

ヴィヴァルディ/ヴァイオリン協奏曲集｢四季｣より｢秋｣　はか

(3)パフォーマンス&シンポジウム｢介護の社会化をめざして｣パート2

日　　時: 11月8日(土)午後1時30分～午後4時

場　　所: 7Fホール

参加者数: 98人

参加費:前売り800円､当日1, 000円

企画･実施:高齢社会をよくする女性の会･大阪

パネリ　スト:沖藤典子(ノンフィクション作家)

服部万里子(服部メディカル研究所)
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小林敏子(関西福祉大学教授･医師)

パフォーマンス:高齢社会をよくする女性の会･大阪､劇団｢シルバームーン｣

(4)梶本由紀ひとり芝居｢この世の花｣

日　　時

場　　所

参加者数

出　　演

企酎ロデュース

作･演出

1 1月8日(土)午後7時～午後8時30分

7Fホール

213人

梶本由紀

新星英子

鵜野昭彦

内　　容:在日朝鮮人の転校生に対するイジメを主題に､人間のあるべき姿､その愛と

友情と反差別の精神を､友人の17歳の女子高生に託して措く｡

(5)企画参加型イベント

ドーンフェスティバル'97において､女性グループ等の自主企画イベントをテ-マ

別企画参加型イベントと一般企画参加型イベントに分け実施した｡

(丑　テーマ別企画参加型イベント

21世紀に向けて｢男女協働社会づくりへの戦略｣をさまざまな角度から考えるた

め､財団主催のウィメンズフォーラムと併せてテーマ別企画参加型イベントを実施

した｡

日時 努簫粨7ﾒ�実施グループ.内容 

ll/7(金) 仆8屍�子育て支援グループ=ゼロ" 

15:00～17:30 凵w｢勇気づけ｣の子育て体験学習 
～勇気づけ-はめる?～』 

ll/7(金) 倆�橙饉h峇�｢性の商品化｣問題調査研究プロジェクト 
18:00～21:00 凵w制作現場の本音が聞きたい!!性の商品化と 

メディア』 

ll/8(土) 兀�2�おんなの目で大阪の街を創る会 

10:00-ll:30 凵w高齢社会をイキイキと楽しく!～まちづくり 

からみえてきたこと～車イスにのつてみよう』 

ll/8(土) 佝��┼:ﾒ�ワーキング.ウイメンズ.ネットワーク 

13:00～16:00 凵w半分の賃金でも男女平等? 
～住友賃金裁判をlLOに訴えて～』 

ll/8(土) ��ﾘ�������女性と政治をつなぐ会一一リプル" 

14:00～16:00 ��!吟､私達にできること!～女性も政治を大いに 】語ろう～』 

ll/8(土) 俛�ﾝｹyﾘ���ｨ4x4�7�6(6r�5x8H�ﾈ7ﾘ92隴i�ﾂ�

19:00､21:00 ��『援助交際何が問題なのか～実態と規制～』 東京都の買春処罰規制について 
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②　一般企画参加型イベント

自由なテーマによる講演会､シンポジウム､パフォーマンス､展示､バザーなど

の自主企画イベントを実施した｡

日時 �>�vR�開催会場 伜����B�

11月7日(金)15:00～21:00 俎X�檄H5h987ﾈ5x4R�大会議室､セミナ ��(4�8ｸ�ｸ7b�

8日(土)10:00～21:00 �8�9��一室､ 

11月7日(金)15:00～20:00 �7�7H4��ｸ7ﾘ985��パフォーマンスス ��h6h8ｲﾘ7b�

8日(土)9:30～20:00 刄yース､視聴覚ス タジオ等 

11月7日(金)13:00-20:00 �5x麕H6�5X�ｹ9��小.中会議室､ �3H4�8ｸ�ｸ7b�

8日(土)10:00-18:00 刄鴻rー等 

1 1　共　催　事　業

ドーンセンターの施設の特色を活用して実施する､当財団設立の基本理念に沿った事
業を共催した｡

月日 �>�vR�場所 仄Hﾜ9�ｨ詹_ｲ�参加碓 

4/7(月) �)�(､X,h,(,�*ｨ.｢�7ﾈ5�6yfｸｹ�,ﾈ�+ﾘ+���uEr�大会議室 ��(､X��ｸ檍ｶ86ﾂ�64 
RAWの活動から学ぶ～｣ 刄cトワーク関西 

4/17(木) ��h夊����-�,h.溢Xｸ��ホール �,X����-�,h.溢Xｸ�)Y8.jH*��500 

｢燕よ､あの人に伝えてよ｣ 凾ﾌ人に伝えてよ｣上演実行委員 A ≡; 

9/13(土) 9/14(日) ��c(��)&ｨ,ﾈ7H4h5�6X4(6�8ｺ2�Ii7オーマン ススペース 朗. ��c(��)&ｨ,ﾃs�5�6X44優､ﾊ2���ﾗ8効醜橙�346 

10′7(火) 兩�;們ｩ��5r�パフ卜マン 冏I�i�r鞐��I�ﾉgHﾚ��500 
～12(日) �(*H-�*ﾙ�bﾘ4�7H8ｨ4｢��I;�+ﾈ岑*�.z2�ススペース 價逸�檍馼ｼi&2�

12/4(木) 佰h､ｨ5h987ﾈ5x4X8�(��ｸｭhﾅx郢�ﾘ,X4x987�8��ｲ�Jf7卜7) 兩ｩWｹ>�艙w�>ｩ�ﾘ畔闥���?�R�80 

した女性たちの社会参画｣ �5�5�7��ｸ5��

12/5(金) 2/9(月) �h柬(自gｸ,ﾈ誧9<�¥ｨ韋�橙�維覚スタジ オ､ トル 亊i�ﾈ��6h8h�ｸ5�5ｨ985��ｳ���蔬$�#��150 550 

2/8(日) �(*ﾘ.ｨ,�*(�驗���ﾗXﾜ��c8��2�ホール �6ﾈ6(6x8��ｸ4隴b��ﾂ�*ﾘ.ｨ,�*(��170 

3′/20(金) �(��ﾈ﨓��7H4�7�8ｨ�ｷ�&W6V蹣�ｨ*(�,ﾂss�2�ホール �(*�*�+8*兌h嶌4ｨ8ﾈ6(5z2�249 

ポップス～イエスタデイ.ワンス.モア～｣ 剞V委員会 

3/27捜) �(6ﾘ8ｸ4X4h�ｸ,乂x-I&ｨ�[ﾙ9仆8斯2�大会議室 【 【 ��Xﾞ9Wｹ�hｨ閏h峇�ｮﾉ���ｹ�ﾘﾟH擺��｢�89 l 
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1 2　広報事業

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主要事業などの周知を図り､センタ-の利

用と事業-の参加を促進するため､各種媒体を用い広報活動を行ったo

(1)情報誌｢DAWN｣の作成

ドーンセンタ-主催講座･イベントの案内や受講者･参加者の意見､感想､グル
ープ活動紹介､センター施設紹介等を内容とする情報誌を作成し､都道府県をはじ

め府内外の女性関連施設､市町村女性政策関連行政機関､図書館等に配付した｡
･A4版8頁　1 1, 000部

･平成9年6月(第11号)､　平成9年9月(第12号)

平成9年12月(第13号)

(2)情報誌｢DAWN｣ ～おおさか発　女と男の情報誌～

情報誌rDAWN｣と大阪府が発行していた｢OSAKA発　女と男のジャンプ

情報｣を合併し､都道府県をはじめ府内外の女性関係施設､市町村女性政策関連行

政機関､図書館等に配布した｡
･A4版12頁　20, 000部　　平成10年3月(第1号)発行

(3)利用案内パンフレット等の作成

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センタ~の

利用と事業-の参加を促進するため､施設利用パンフレット､センター主催事業の

チラシ等を作成した｡

1 3　-時保育事業

子育て中の女性の社会参加を促進･支援することを目的として､ド~ンセンタ~の

主催事業への参加者やライブラリー等の利用者を対象に｢ことものへや｣を設置し､
一時保育事業を実施した｡

(1)実施内容

①　主催事業の一時保育

センター主催事業参加者を対象として､一時保育を実施した｡

②　定期保育

ゥェルネスのフロアやライブラリーセンター利用者等を対象として毎週木曜日l

に実施した
･保育時間(9.30-12:30､ 13:30-16:30)

③　｢こともの-や｣の貸し出し

センター施設を利用する団体･グループが保育を実施する場合に､ ｢こどもの

へや｣の貸し出しを行った｡

(2)保育協力者　　38名(平成10年3月31日現在)

保育協力者については､府婦人会館での協力者や大阪府内の女性関係施設におけ

る保育ボランティア養成講座終了生､保育経験者､保母･幼稚園教諭･看護婦等の

資格所有者及び資格取得見込み者(学生)を中心に募集したo

t3)保育協力者の定例会及び研修会

｢こどものへや｣の自主的な運営を行うため､保育協力者の参加の下､保育活動

状況や､ ｢ことものへや｣の運営等についての定例会を開催した｡ (計8回)

また､センターの設立趣旨や目的､男女協働社会における保育等についての研修

を行い､その成果を保育活動に反映させるよう努めた｡

143-



(4) ｢こどものへや｣の利用状況

t主催事業t 劔i 定期保育(木曜日)巨貸出 劔合計 ①+②÷③ 

- 1 開催回教E:!子ども数 剌¥.叫 ��｢�､ｨﾜ94亡ｲ�子ども歎 冽�>���C�t"�

4月岳 ���2 l �"�l 8; ��#��56 ��B�23 

5月 途�27 ��停�6 燃��"�40室 ��2�26 

6月と20 �65 鼎��8 i ��#��47 ��ﾂ�38 

7月 嶋�｢�30 �#��10 ��S2�67 ��B�32 

8月 澱�22 �#B�8 �����54 湯�23 

9月 唐�30 �#"�【6 I ���.��41 ��b�30 

10月 ��2�】 31 �#b�10 ��s��65 ��r�40 

l上月 ��"�37 �3��8 ���R�53 ��"�32 

12月 免ﾂ�29 �3��ﾂ�6 涛2�38 ����27 

1月 ����35 �#��8 涛R�42 免ﾂ�29 

2月 ��b�88 l 鼎r�6 】 涛b�34 途�29 

3月 湯����35 姪#���｢�8 ��#B�47弓18 1 �35 

9年鮒 ��#��431 】 �3���92 ��ﾃ3途�584 ��S��364 

8年鮒 仍�C��676 鼎s��96 ��ﾃ#s��597日57 �402 
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第2　施設の管理

大阪府から委託を受け､ドーンセンターの管理運営を行うとともに府民の方々に

ホールや会議室の貸し出しを行った｡

1来館者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

＼ ��8�9��ホ-ル等 �8�487X8�8ｨ�ｲ�ウエルネス 倩ｸ���至その他 俘xﾇb�1日平均 

4月 ��BﾃsC2�9,889 途ﾃ�sR�8,132 都��≡ 1,746 鼎�ﾃscB�(25日) 1,671 

5月 ��2ﾃ3���7,310 途ﾃs�"�8,607 鳴��:(���1,735 �3津����(24日) 1,626 

6月 ��Rﾃ�sR�8,854 唐ﾃ3CR�10,850 鼎r�1,832 鼎Rﾃ��2�(26日) 1,735 

7月 ��Rﾃ#�2�9,520 唐ﾃ#�R�ll,249 ��3B�1,916 鼎bﾃ#3r�(25El) 1,849 

8月 免ﾂﾃs�R�10,670 唐ﾃs唐�12,798 鼎r�巨751 鼎Rﾃsc��(27El) 1,695 

9月 ��Rﾃ3cb�10,445 唐ﾃ�C��9,811 白�H+)/2�2,055 鼎RﾃゴR�(24ヨ) 1,911 

10月 ��bﾃC32�10,665 途經Cb�8,289 ��ﾄ��2,042 鼎Rﾃ�sR�(24El) 1,878 

11月 ��Bﾃイb�9,735 途ﾃ�Cr�6,990 ��cr�1,955 鼎�ﾃsC��(24ヨ) 1,698 

12月 ��2ﾃ�S"�7,885 釘ﾃ#c��4,490 鼎r�1,867 �3�ﾃs���(23日) 1,378 

1月 免ﾂﾃSコ�7,844 澱ﾃ3�b�5,615 鼎��1,813 �32ﾃ#�2�(22日) 1,510 

2月 ��Bﾃイb�9,768 澱ﾃs3b�6,251 ��S��1,899 �3津cS��(23日) 1,724 

3月 ��Rﾃ涛��ll,102 途ﾃゴb�7,699 ��釘�2,184 鼎Rﾃ�#R�(26日) 1,732 

9年度計 ��s"ﾃC#R�113,687 塔づ�Cr�】 100,781 1 ��ﾃC#B�22,795 佑C湯ﾃ�S��(293El) 1,704 

8年度計 ��s�ﾃ#S��121,904 涛2ﾃ3�2�99,420 ��ﾃC�r�19,877 ���S�bﾃ#c"�(294日) 1,722 
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2　会議室tホール等の利用

各種グループが女性の自立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進する目的を

もって行う学習活動等の催物の開催場所として､ドーンセンターの会議室やホールな

どを貸し出した｡

なお､センターの設置目的に支障のない範囲において､府民の健全で文化的な集会

及び催物等の実施に対しても会議室等を貸し出した｡

(1)利用状況

①　会議室等の利用率

会議室等(%) 劔上品棋王三三マンス (%) 冤F合言て%) 

∈会議室 刎���君理室等 傅ﾈﾇb�

4月 都b繧�61,3 鼎�緤?｣Rﾓ2�田b縒�26.1 田2綯�

5月 都b紕�68.8 鼎���65.8 鉄b���48.5 田B綯�

1 6月;80.0 �68.6 鼎R���69,0 鉄B�"�27.8 田h�ｳB�

7月 �"���紕�74.7 鼎�繧�68.7 田ゅ��37.7 田r�2�

8月 田"縒�54.9 姪#"���50.5 都b���l34.7 鉄����

9月 塔2�"�81.3 �3ゅ��3s�縒�都"縒�51.5 田偵��

10月 塔����81.3 鼎R綯�71,3 田偵b�53.6 都���

11月183.6 冓70.8 鉄r絣�≠74.9 ��ｳ��璽2�71.2F 都R���

12月 都b纈�71.4 偵CR��ccr絣���｢�cゅC3�綯�ﾂ�田R纈�

1月 都"絣�75.0 �3r蔕｣c"纈�田2�2�ﾂ�36.7 �#c�縒�

2月 都帝?｣sbﾃ��鼎b紕�69.9 田2�8�｢�31.7 田ゅ"�

3月 都r����67.3 �3r紕�】 65.〔‖69.4 �69.4! 一･･･._.__I__｣ 田R紕�

9年紺r77.4 �70.7∃41.3 �66.7 田づ��43.5 田R綯�

8年度計 都b��?｣"綯�鼎"���66.3 ���c"���｣Cゅb���田R�2�

②　利用目的別比率

-46-



③　曜日別､時間帯別利用率

種】午前(%) 劍ﾍ�2３��夜間(%) 偬��

那 �(9:30-12:00) 茶�3｣��ﾓ�s｣����(18:00-21:30) 窒����

こ.l コ=i 兌ﾘ8��58.1 都2繧�67.9 田b綯�

議書 �7况｢�71.9 涛��'#c�璽"�都B絣�

重囲 �67.4 塔ゅw##R縒�田�綯�

等 冤r�62.4 ��s偵��57.8 田e��

平日 鉄ゅ��;76.8 l ��S�紕�ﾂ�61.5 

ホ 沫��169.4 鳴������66.7 都R綯�

I 傲��96.8i98.4 【 �38.7 都ゅ��

ル 亅��69.0≧84.7 �50.3 田ゅ��

l平日 �29.9 鼎2纈�42.0 �3ゅb�

パフォーマン ススペース �7况｢�53ー1 田r�2�36.7 鉄"紕�

日祝 鼎��ｳB�75.8 �#b綯�48.9 

棉 �3ゅB���55.6 �3b綯�43_5 

;祁 田"繧�72.7 田b���65.2 

合計 �7况｢�70.8 都�繧�60.1 都2�2�

恒 田r纈�67.9!26.2 �60.9 

柑 田�綯�i F61.6 鉄b絣�65.6 

3視寮対応

旨亨冒冨霊琵琶笠妄志望冨芸品…芸二三賢び海外からの視察を受け､センタ-設立の趣　l

行政関係 刳e種団体 �! その他 剄㈹v 

件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�"�件数 ��ﾉ�B�

9年度計 �#��i 216 鼎��568 鳴���#B�ﾂ�【640 �#c"���≡ 1,424 

8年度計 鉄��461 l �,c3��c3#r���C2�629 ��#Hv｢ﾃC�r�
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4　グループ活動の支援等

ドーンセンターを定期的に利用するグループの活動支援と利用の促進及び交流を図る

ため､次のとおり施設の提供等を行った｡

(1)グループロッカーの設置

ブル-プが学習等の活動を行うために必要な物品を保管するとともに､グループ相

互の情報交換場所として､センター内にグループロッカールームを設けた｡
･利用団体数100団体･グループ(平成10年3月31日現在)

(2)登録団体制度の実施

男女の自立とあらゆる分野への参加･参画を促進することを目的として､ドーンセ

ンターを定期的に利用するグループを利用者団体として登録し､優先的にセンターを

利用できるよう､一般の利用申込受付に先立って､利用申込を受け付ける制度を実施

した｡

･登録団体数　202団体･グループ(平成10年3月31日現在)

(3)ワークステーションの運営

ワークステ-ションに印刷機等の機器類を設置し､団体･グループ等の自主的な活

動のために必要な､チラシ･資料等の印刷やコピー､木工作業等の軽作業を行うこと

ができる無料のスペースを提供した｡

･設置機器　　印刷機､コピー機､紙折機､裁断機､製本機､木工電動工具

〈　利用状況　〉

利用者数(人) �8ﾟﾈｴ�y駅�&9�ﾉ�B�ワープロ利胴臆 

4月 �3�2�i184 途�

5月 都Cr�108 ��B���

6月 都#B�163 �#r�

7月 田���145 俣�B�

8月 塔C"�133 ����B�

9月 ��ﾃ�#r�164 ��"�

io月 涛cB�194 【 ��b�

11月 ��ﾃ�3"�182 撞��

12月 涛S��145 鳴�ﾆﾂ�

1月 姪s�"�129 唐�

2月 塔c��166 ����

3月 ��ﾃ�S2�167 ��R�

合計 湯ﾃ塔2�1,880 姪�c��
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(4)情報交換プラザの遷宮

センター内外で行われる各種行事の情報提供及びグループ活動の交流や情報の交

換が行えるよう､ 1階の情報交換プラザにおいてグループ･団休､行政機関等のチ

ラシやパンフレット等を配布した｡

府庁関係 倡9*ﾉ�｢�i 他の女性センター 俾偃X4�8ｸ�ｸ7b�合計 

平成9年度 鉄澱�527 �#3��1,189 �"ﾃSC"�

平成8年度 鼎ィ�501 �#S��∃1,515 �"ﾃsS��

第3　財団の運営

1　理事会の開催

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

平成9年6月24日(火)

内　容:役員の選任､平成8年度事業報告及び収支決算等

平成9年7月31日(木)

内　容:理事の選任

平成9年10月21日(火)

内　容:理事の選任等

平成9年12月26日(金)

内　容:理事の選任等

平成10年3月26日(木)

内　容:平成1 0年度予算､平成9年度補正予算の件等

2　ドーンセンター運営推進委員会の開催

ドーンセンターの機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､ドー

ンセンター運営推進委員会を開催し､種々の意見､提言をいただいた｡

第9回　　　平成9年7月25日(金)

内　容:平成8年度の事業報告及び平成9年度事業計画

平成9年10月27日(月)

内　容:施設運営部会の開催

平成9年10月28日(火)

内　容:事業推進部会の開催

第10回　　　平成10年2月23日(月)

内　容:平成1 0年度事業及び予算について
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･ff環 侏飄緯�kﾂ�劔�4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��io月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��
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文抑棚ヒら㈲2回lVhlV15) 劔�� �� �� ���� �� 

視的 冓�wﾘ6x5�(5H8�6�8��8ﾜ霑ｹ7iu"瓜h�ｩ,ﾖﾂ�4Bﾕc#r��劔 ���� ����- ��字数､ ��

計lB性(出T狂14回V2l～3/H) 劔 �� �� �� �� ����
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財団法人大r坂府男女協働社会
-づく　り月オ団　　設　立　趣　意　書

1 97 5年の｢国際婦人年｣及びこれに続く｢国連婦人の1 0年｣を契桟として､世

界各国では､女性の地位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが

積極的に進められてきました｡

我が国においても､男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い､

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣を批准するとともに､新国内

行動計画を策定し､女性関係施策を推進しております｡

大阪府においても第1期､第2期行動計画に続き､平成3年9月には第3期行動計画

｢女と男のジャンプ･プラン｣を策定し､知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進

本部のもとに女性問題の解決を図るための施策を積極的に推進しております｡

大阪が地球時代にふさわしく､人間と自然の調和を保ち､かつ文化の薫り高い国際都

市へ発展していくためには､男女が共に人間として尊重され､性差にとらわれることな

く､豊かな人間関係のなかで､人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会､即ち､

男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加･参画に基づく男女協働社会を実現する

ことが不可欠であります｡

しかしながら､男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く､男女の自立及びあらゆる

分野-の対等な参加･参画を不十分なものとしています｡また､近年における高齢化､

情報化､国際化等の急激な進展により､女性問題に係わる新たな課題が生じてきており

ます｡

男女協働による真に豊かな社会を実現するためには､行政の力だけで達成できるもの

ではなく､民間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに､

企業､民間団体さらには府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開す

ることが重要です｡

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､そうした行政並びに府民､民間団体等が

連携した多様な活動を効果的に推進するために中心的な役割を果たすとともに､男女の

自立とあらゆる分野-の対等な参加及び参画を促進するため､情報の収集及び提供に関

する事業､能力開発に関する事業､女性の抱える問題に関する相談事業､女性の交流の

促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業､調査研究及び啓発学習に関する事業､

女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪村立女性総合センター)の管理運営

を行うこと等により､男女協働社会の実現に寄与することを目的として設立するもので

あります0
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貝オ団法人二大こl坂府男女協働社会
-ゴ　く　仁)月オ団　　　寄　　　附　　　行　　　為

第1章　総則

(名称)

第1条　この法人は､財団法人大阪府男女協働社会つくり財団と称する｡

(事務所)

第2条　この法人は､事務所を大阪市中央区大手前1丁目3番4　9号に置く｡

(日的)

第3条　この法人は､大阪府の区域内において､男女の自立並びにあらゆる

分野への対等な参加及び参画を促進する事業を行い､もって男女協働社会

の実現に寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条　この法人は､前条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行う｡

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の能力開発に関する事業

(3)女性の抱える問題に関する相談事業

(4)女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業

(5)男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するた

めの調査研究及び啓発学習に関する事業

(6)女性の健康に関する事業

(7)前各号に掲げる事業及び施設の管理遷宮の受託に関する事業

(8)前7号に掲げるもののほか､この法人の目的を達成するために必要な

事業

第2章　資産､会計及び事業計画

(資産の構成)

第5条　この法人の資産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入
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(資産の種別)

第6条　資産は､基本財産及び運用財産の2種とする｡

2　基本財産は､次に掲げるi)のをもって構成するo

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財

産

3　運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(資産の管理)

第7条　資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

2　基本財産のうち現金は､郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ､

信託会社に信託し､又は国債､公債その他確実な有価証券に換えて保管し

なければならない｡

(基本財産の処分の制限)

第8条　基本財産は､これを処分し､又は担保に供することができない｡

ただし､この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは､理事会に

おいて､理事数の4分の3以上の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得

て､その一部を処分し､又はその全部若しくは一部を担保に供することが

できる｡

(経費の支弁)

第9条　この法人の経費は､運用財産をもって支弁する｡

(事業計画及び予算)

第10条　この法人の事業計画及び予算は､理事長か作成し､毎会計年度開始

前に理事会の議決を得なければならない｡これを変更する場合も同様とす

る｡

(暫定予算)

第11条　前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは､理事長は､予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる｡

2　前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみなす｡

(事業報告及び決算)

第12条　理事長は､毎会計年度終了後3カ月以内に､事業状況報告書､収支

計算書､正味財産増減計算書､貸借対碍表及ひ財産Ej録等を作成し､監事
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の監査を経て､理事会の承認を得なければならない｡

(長期借入金)

第13条　この法人が資金の借入れをしようとするときは､会計年度の収支を

もって償還する短期借入金を除き､理事会において理事数の3分の2以上

の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得なければならない｡

(会計年度)

第14条　この法人の会計年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月3 1日に

終わる｡

第3章　役員

(種別)

第15条　この法人に､次に掲げる役員を置く｡

(1)理事長　　　　　1人

(2)専務理事　　　1人

(3)理事(理事長及び専務理事を含むo )

1 0人以上2　0人以内

(4)監事　　　　　　2人

(選任)

第16条　理事及び監事は､理事会において選任し､大阪府知事の承認を得る

ものとする｡

2　理事長は､理事の互選により定める｡

3　専務理事は､理事会の同意を得て理事長が指名する｡

4　理事及び監事は､相互に兼ねることができない｡

5　理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は､

理事数の3分の1を越えてはならない｡

6　監事は､相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない｡

(職務)

第17条　理事長は､この法人を代表し､業務を統括する｡

2　専務理事は､理事長を補佐し､日常の業務を処理し､理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する0

3　理事は､理事会を構成し､業務を議決し､執行する0

4　監事は､次の職務を行う｡

(1)法人の財産の状況を監査することo

(2)理事の業務執行の状況を監査すること｡

(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは､こ
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れを理事会及び大阪府知事に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会を招集すること｡

(任期)

第18条　役員の任期は､ 2年とする｡ただし､再任を妨げない｡

2　補欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残任

期間とする｡

3　役員は､辞任又は任期満了の後においても､後任者が就任するまでは､

その職務を行わなければならない｡

(解任)

第19条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは､理事会において､理

事数の4分の3以上の議決により､これを解任することができる｡ただし､

理事会において､その役員に対し､議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない｡

(1)心身の故障のため､職務の執行に堪えられないと認められるときo

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認

められるとき｡

(報醐等)

第20条　役員は､無給とする｡ただし､首勤の役員は､有給とすることがで

きる｡

2　役員には費用を弁償することができる｡

3　前2項に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事長が定める｡

第4章　理事会

(構成)

第21条　理事会は､理事をもって構成する｡

(権能)

第22条　理事会は､この寄附行為で別に定めるもののはか､この法人の運営

に関する重要な事項を議決する｡

(種類及び開催)

第23条　理事会は､通常理事会と臨時理事会の2種とする｡

2　通常理事会は､毎年2回開催する｡

3　臨時理事会は､次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡

(1)理事長が必要と認めたとき｡

(2)理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって
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開催の請求があったとき｡

(3)監事が第1 7条第4項第4号の規定により､招集したときo

(招集)

第24条　理事会は､理事長が招集する｡ただし､前条第3項第3号の規定に

よる場合は､監事が招集する｡

2　理事長は､前条第3項第2号の規定による請求があったときは､その日

から1 4日以内に臨時理事会を招集しなければならない｡

3　理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的及び審議事項を記載

した書面をもって､少なくとも7日前までに通知しなければならない｡

(議長)

第25条　理事会の議長は､理事長が当たるo

(定居数)

第26条　理事会は､理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない｡

(議決)

第27条　理事会の議事は､この寄附行為で別に定めるもののはか､出席した

理事の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによ

るo

(書面表決等)

第28条　やむを得ない理由のため､理事会に出席できない理事は､あらかじ

め通知された事項について､書面をもって表決し､又は他の理事を代理人

として表決を委任することができる｡

2　前項の場合における前2条の規定の適用については､その理事は出席し

たものとみなす｡

(議事鋒)

第29条　理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成し､こ

れを保存しなければならない｡

(1)日時及び場所

(2)理事数

(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については､

その旨を付記すること｡ )

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項
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2　議事録には､その会議において出席した理事の中から選任された議事録

著名人2人以上が､議長と共に署名押印しなければならない｡

第5章　委員等

(設置)

第30条　本財団に､第4条に定める事業の円滑な促進を図るため､必要に応

じ､委員を置き､又は委員会を設置することができる｡

2　委員の選任､委員会の設置､運営その他必要な事項は､理事会の同意を

得て､理事長が別に定める｡

第6章　事務局

(設置)

第31条　この法人の事務を処理するため､事務局を置くo

2　事務局には､事務局長その他の職員を置く｡

3　事務局の職員は､理事長が任免するC

4　事務局の組織及び遷宮に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

(書類及び帳簿の備付け)

第32条　事務所には､次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければな

らない｡

(1)寄附行為

(2)理事､監事及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可､認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める格関の議事に関する書類

(5)収入､支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産､負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

第7章　寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条　この寄附行為は､理事会において理事数の4分の3以上の同意を得､

かつ､大阪栢知事の認可を得なければ変更することができない｡

(解散)

第34条　二の法人は､民法第6　8条第1項第2号から第4号までの規定によ

るほか､理事会において､理事数の4分の3以上の同意を得､大阪府知事
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の承認のあったとき解散する｡

(残余財産の処分)

第35条　解散後の妓余財産は､理事会の議決を経て､大阪符知事の許可を得､

この法人と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとする｡

第8章　雑則

(委任)

第36条　この寄附行為の施行について必要な事項は､寄附行為に定めるはか､

理事会の議決を経て､理事長が別に定める｡

附則

1　この寄附行為は､この法人の設立許可のあった日から施行する｡

2　この法人の設立当初の役員は､第1 6条第1項から第3項の規定にかか

わらず､設立者の定めるところとし､その任期は､第1 8条第1項の規定

にかかわらず､平成8年3月3 1日までとする｡

3　この法人の設立初年度の事業計画及び予算は､第1 0条の規定にかかわ

らず､設立者の定めるところによる｡

4　この法人の設立初年度の会計年度は､第1 4条の規定にかかわらず､設

立許可のあった日から平成7年3月3 1日までとする｡

附則

(施行期日)

1　この寄附行為は､平成6年9月1日から施行する｡

-61-



貝オ団法人　大阪府男湖社会づく　り貝オ団

役貞=名簿　　　　　　　　　　　　　　　平成1 0年3月3 1日現在

役員名 冩��Ykﾂ�

理事長 傴ﾉh�壺�;(�ﾔ��大阪府副知事 

専務理事■上目ヨ忍 剔蜊纒{立女性総合センター館長 

理事 �H�9�9�Xﾞ9Wｹ�hｨ閏h峪YI+r�

理事 �(嶹nﾈ����;労働省大阪女性少年室長 

理事高橋香文子大阪国際文化協会代表 

理事 陶'ﾉ(hﾆ)Oﾈ��{I$ｩ�X鬨ﾆ��yYHｻ8��

理事 �(i�ﾉ���Xﾞ8����X鬨ｧy+r�

理事 ��ﾉm���H韈��8��68ｧx������X鬩[hｧyYHｻ8��
劇場｢タイニィ.アリス｣主宰 

理事 僣ｹOi�yz(ｭi�ﾈﾆ��:�h檍�ﾙD8ｫ(饕韜ik�ｼy+r�

理事1端日∃宣彦;作曲家､フォ-クソング歌手 

理事' 凩�tﾇ%2┬ﾄﾂﾖ渥i�ﾈ��N�(ｺh檠yﾘ駟+r�

理事 舒I(h7�8h4ﾈ扎���Xｧy[hｧyYH�ｻ8��
元オリンピック休操選手 

理事 冏�>�6�h��ｭi�ﾈ6ｨ8X�ｸ7(5x6ﾈ5絢hｶ8檍�ﾙD8ｫ(饕�

理事 ��釖Oﾈﾋ��ﾉ:�X���X鬩d�ｧyYHｻ8��

理事 �8��h鉎"�弁護士 

監事】囲木寸健 【 剔蜊纒{副出納長 

監事E �(i[ﾙ�8���Xﾞ9Wｹ�hｨ閏h峪YH鴿+r�
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ドーンセンター運営推進委員会設置要綱

(設置)

第1条　大阪府立女性絵合センター(ドーンセンター(以下｢センター｣という｡ ) )

の機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､センター館長(以下

｢館長｣という｡ )の下にドーンセンター運営推進委員会(以下｢委員会｣という｡ )

を置く｡

(所掌事務)

第2条　委員会は､センターの円滑な事業運営に関して意見及び提言を行う｡

(組織)

第3条　委員会は､館長が学識経験者､団休･グループ､利用者等の中から委嘱した委

員をもって組織する｡

2　委員会に､座長及び副座長をおく｡

3　座長は､委員の互選により選任し､副座長は､座長の指名による0

4　座長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

5　副座長は､座長を補佐し､座長に事故あるときは､その職務を代理する｡

(任期)

第4条　委員の任期は､ 2年とする｡ただし､補欠の委員の任期は､前任者の残任期間

とする｡

(招集)

第5条　委員会は座長か招集し､座長がその議長になる｡

(報酬)

第6条　委員は無報酬とする｡ただし､委員には別に定めるところにより費用を弁償す

ることかできる｡

(庶務)

第7条　委員会の庶務は､財団法人大阪府男女鼠働社会づくり財団事務局において行う｡

(委任)

第8条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関して必要な事項は､館長が定

める｡

附則

二の要綱は､平成6年1 0月2 7日から施行する｡
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ドーンセンター運営推進委員

平成1 0年3月3 1日現在

氏名 冩��Ykﾂ�備考 

岩堂美智子 ��Xﾞ8�9zy�Xｧxｻ8��座長 

中村正 凛ykﾘｭ��Xｧx�ｻ8��副座長 

上野哲人 ��Xﾞ9Wｹ(i7(�*粳>�*竟(ｺh橙� 

加藤佳津子 �?ｩgｴ%�y�Xﾞ84�8�7R� 

釜瀬富士子 �?ｩgｸﾆ���i[x��ｮ�h馼ｼiYB� 

金香百合 宙ﾞ���Xﾞ5付4�ｫ(饕� 

黒木賢一 ��夐�9|84�7H4(5�� 

桑原富士子 ��Xﾞ86��ｸ5�5ｨ985��ｲ� 

小林和子 俘)~竟�檍/�.h*ﾘ+x.傚y�ｸ,ﾈ橙��Xﾞ2� 

社納菓子 ����"蜥� 

高見陽子 �4X488�985�5ｨ985��ｹ�Xﾞ2� 

豊田治子 �<i�yWy�ﾉ��k�i�ﾈ迚YB� 

中田理恵子 宙��兀Ix陝�_ｨﾊHｸh�� 

中村信江 �4ｨ4X985ｨ8ｨ984�y:�Hｸh橙� 

長山清志 �5�7�488�8ｲ� 

登圭桂子 �$$"ﾔ�4�ｴ�� 

九本郁子 ��Xﾞ8�ｧx��%ｨｯｩ�Xｧxｻ8�� 

宮本英子 俛�ﾝｹWy�ﾉD��Xﾞ8,ﾈ橙� 

森野啓子 �,�,�.ﾘ,(+�ﾈ��ｨｺhｶ8橙� 

和田淳子 �4�4X8ﾘ8�� 
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:六二l坂府立女.l生総合センタ-条イタrJ

(設置)

第1条　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し､もって男女協働社

会の実現に資するため､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣という｡ )を

大阪市中央区大手前1丁目に設置するo

(事業)

第2条　センターは､次の事業を行う｡

1女性の抱える問題に関する相談を行うこと｡

2　女性に関する情報の収集及び提供を行うこと｡

3　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進するための講習会､講演

会､催物等を開催すること｡

4　センターの施設を前号に規定する講習会､講演会､催物等の開催の用に供するこ

と｡

5　前各号に掲げるもののはか､前条の目的を達成するため必要なこと｡

2　センターは､前項各号に掲げる事業を行うほか､前条の目的の達成に支障のない限

り､その施設を貯民の健全で文化的な集会､催物等の利用に供することができるC

(使用料)

第3条　センターを利用しようとするものは､次の各号に掲げる場合の区分に応じ､当

該各号に定める額の使用料を納付しなければならない｡ただし､マシンジム､フィッ

トネススタジオ､プール及び駐車場を利用しようとする場合の使用料の額は､別表第

2に掲げる金額とする｡

1利用者が第1条の目的のために利用する場合　別表第1に掲げる金額

2　前号に掲げる場合以外の場合　別表第1に掲げる金額に2を乗じて得た額

(還付)

第4条　既納の使用料は､還付しない｡ただし､知事は､特別の理由があると認めると

きは､その全部又は一部を還付することができる｡

(減免)

第5条　知事は､特別の理由があると認めるときは､使用料を減額し､又は免除するこ

とができる｡

(管理の委託)

第6条　知事は､センターの管理に関する事務のうち､センターの利用､事業の運営及

び施設の維持に関する事務を財団法人大阪府男女協働社会づくり財軌こ委託すること

ができるC

(規則への委任)

第7条　この条例に定めるもののほか､センターに関し必要な事項は､規則で定める｡

附　則

(施行期日)

1　この条例の施行期日は､規則で定める｡

(大阪府立婦人会館条例の廃止)

2　大阪帝王婦人会館条例(昭和3 8年大阪府条例第6号)は､廃止する｡
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(趣旨)

第1条　この規則は､大阪府立女性総合センタ-条例(平成6年大阪府条例第1号｡以

下｢条例｣という｡ )第7条の規定に基っき､大阪府立女性総合センター(以下｢セ

ンター｣という. )の管理に関し必要な事項を定めるものとするo

(開館時間)

第2条　センターの開館時問は､午前9時3 0分から午後9時3 0分までとする｡ただ

し､知事は､特別の理由があると認めるときは､開館時問を臨時に変更することがあ

る｡

(休館日)

第3条　センターの休館日は､次に掲げる日とする｡ただし､知事は､特別の理由があ

ると認めるときは､休館日を変更し､又は臨時に休館することがある｡

1水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和2 3年法律第1 7 8号｡以下

｢法｣という｡ )に規定する休日(第3号に掲げる日に当たる場合を除く｡以下同

じ｡ )に当たるときは､その日後直近の開館日)

2　法に規定する休日の翌日(その日が法に規定する休日､前号に掲げる休館日又は

土曜日若しくは日曜日に当たるときは､その日後直近の開館日)

3　12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の制限)

第4条　センターを引き続き5日を超えて利用し､又は同じ月のうち5日を超えて利用

することはできない｡ただし､マシンジム､フィットネススタジオ､プール若しくは

駐車場を利用しようとするとき又は知事が特別の理由があると認めるときは､この限

りでない｡

(利用の申込み)

第5条　センターを利用しようとするものは､利用申込書(別記様式)を知事に提出し､

その承認を受けなければならないC

2　前項の規定にかかわらず､マシンジム､フィットネススタジオ､プール又は駐車場

を利用しようとするものは､知事が別に定める利用券の交付による承認を受けなけれ

ばならない｡

(使用料の納付時期)

第6条　前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下｢利用者｣という｡ )は､当

該承認の際に､条例第3条に規定する使用料を納付しなければならない｡ただし､知

事が特別の事情があると認めるときは､この限りでない｡

(使用料の還付)

第7条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には､条例第4条ただし

書の規定に基つき､既納の使用料のうち､それぞれの当該各号に定める額を還付するc

l　天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用できない場合で知事が適当と

認めるとき　使用料に相当する額
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2　ホール又はパフォーマンススペースの利用に係る利用者が利用の日の3月前まで

に利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する額

3　ホール又はパフォーマンススペース以外の利用に係る利用者が利用の日の1月前

までに利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する節

(転貸等の禁止)

第8条　利用者は､利用の承認に基づく権利を譲渡し､又は他人に利用させてはならな

い｡

(利用承認の取消し等)

第9条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は､センターの利用承認

を取り消し､又はその利用を制限し､若しくは停止させることがある｡

1　センターの利用の申込みに偽りがあったとき｡

2　他の利用者に危害若しくは迷惑を及ほし､又はそのおそれがあるとき｡

3　建物及び設備を損傷し､若しくは汚損し､又はそのおそれがあるとき｡

4　条例又はこの規則の各条項に違反したとき｡

5　前各号に掲げるもののほか､センターの管理上支障があると認められるとき｡

(入館の制限等)

第1 0条　知事は､次の各号のいずれかに該当する者に対しては､入館を禁止し､又は

退館を命ずることがある｡

1前条第2号及び第3号に規定する行為をした者又はするおそれのある者

2　承認なくして､寄附金の募集､物品の販売､商品､行事等の宣伝その他これらに

類する行為をした者

3　前各号に掲げる者のほか､センターの管理上支障があると認められる者

(損傷等の届出)

第1 1条　利用者は､建物及び設備を損傷し､又は汚損したときは､直ちにその旨を係

員に届け出て､その指示を受けなければならない｡

(細則)

第1 2条　この規則の施行について必要な事項は､知事が定める｡

附　則

(施行期日)

1　この規則は､平成6年1 1月1 1日から施行する｡ただし､附則第2項の規定の施

行期日は､平成六年1 1月1日とする｡

(大阪府立婦人会館条例施行規則の廃止)

2　大阪府立婦人会館条例施行規則(昭和5 7年大阪府規則第2 0号)は､廃止する｡
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